
現状（これまでの実績・市の強み） 課題（今、求められていること）

・死傷者が5,000人を超えるなど、本市に最も
甚大な被害をもたらすと予想される「生駒断
層帯地震」や今後30年以内の発生確率が
70％程度とされる「南海トラフ巨大地震」など
大規模地震の発生が懸念されており、阪神・
淡路大震災や東日本大震災などの教訓を踏
まえた防災対策の充実が求められていま
す。

・市の防災体制の強化を図るとともに、
市民一人ひとりが防災意識を高め、大
規模災害の発生に備えます。

・地域防災計画に基づく防災体
制の推進
・新消防本部庁舎を拠点とした
消防体制の充実
・非常時持ち出し品の確保など
市民に対する防災意識向上の
支援

・業務継続計画（ＢＣＰ）の推進
・新消防本部庁舎開設に伴う消防
機能の強化
・非常時持ち出し品の確保や避難
行動の事前確認など防災知識の普
及啓発

・災害時には、行政による対応のみならず、
地域住民や事業者による相互の救助活動等
が重要な役割を果たすことから、平常時から
防災意識を高め、連携を強化しておくことが
求められています。

・市民、市民団体、事業者、行政がお
互いに協力し合える関係をつくること
で、地域における防災力の向上を図り
ます。

・地域防災推進員の育成
・自主防災組織など地域防災
力の充実支援
・障害者、高齢者、子どもなど
の避難行動要支援者に対する
避難支援体制の充実
・防災マップの配布などによる
防災情報の共有化

・地域防災推進員の育成研修の実
施及びフォローアップの実施
・校区コミュニティ活動補助金の交
付
・避難行動要支援者の登録などの
避難支援体制の整備
・防災マップの配布
・防災協力農地制度の活用

・地震や豪雨の発生などの災害への不安が
高まる中、建築物や市民生活を支える道路、
上下水道などの都市基盤の安全性の確保
が求められています。

・地震等の災害発生時に、被害を軽減
できるよう、建築物の耐震化や、道路
や橋梁、上下水道などの都市基盤の
計画的な維持管理を図るなど、災害に
強いまちづくりを進めます。

・道路、橋梁、上下水道などの
公共施設の更新・改修・耐震
化
・住宅などの建築物耐震化の
支援

・道路、橋梁、上下水道などの公共
施設の更新・改修・耐震化工事の実
施（「橋梁長寿命化修繕計画」に基
づく修繕や中宮浄水場の更新など）
・「市有建築物保全計画」に基づく
計画的な改修等の推進
・建築物の耐震診断や木造住宅耐
震改修などに対する補助金の交付

・近年、下水道の雨水排水能力を超える集
中豪雨が多発しており、浸水被害の軽減に
向けた対策が求められています。

・公共下水道の雨水排水施設の適切
な管理や計画的な整備を進めるなど、
浸水被害の軽減を図ります。

・雨水管やポンプ場などの計
画的な整備

・船橋本町雨水支線の整備
・新安居川ポンプ場、溝谷川ポンプ
場の整備
・蹉跎雨水貯留管、楠葉雨水貯留
管の整備

現状と課題

・本市では、災害に備えて、全45小学
校区において自主防災組織が作られ
ています。また、地域住民が人命救助
や応急消火等を行えるよう普及啓発
活動等を行う「地域防災推進員」の育
成研修を実施しており、地域防災力の
向上を図っています。（平成26年度末
研修修了者約470人）
・本市の第一次避難所でもある市立小
中学校施設については、平成22年度
末に校舎・体育館の耐震化を完了し、
平成24年度に小学校単独調理場施設
の耐震補強工事をもって耐震化率
100％を達成しました。また、市有建築
物全体については、「枚方市市有建築
物耐震化実施計画」に基づき耐震化を
進めており、平成26年度末の耐震化
率は97.8％となっています。
･浸水対策として、下水道事業計画に
基づき雨水管やポンプ場などの整備
を進めるとともに、計画降雨の基準を
超える集中豪雨に対しては、平成25年
度に蹉跎排水区、また、平成26年度に
楠葉排水区において下水道浸水被害
軽減総合計画を策定し、整備事業を
進めています。

市民、市民団体、事業者
の主な取り組み

取り組みの方向
行政の主な取り組みの

具体的な事業例
（実行計画に記載する事業等）

部門別の取り組み一覧（案）

〇地震や豪雨などの災害に強いまちとなるために、建築物の耐震化や上下水道機能の強化など都市基盤整備を進めるとともに、市民の防災意識を高めることで、地域における防災力の向上を図りま
す。

　■　安全で、利便性の高いまち

１．災害に対
する備えがで
きているまち
（防災）

・非常時持ち出し品の確保
など自分のことは自分で守
る防災意識の向上

・自主防災組織などの市民
団体は、自主防災訓練の実
施などにより防災体制の強
化
・事業者は、防災訓練の実
施や業務継続計画の策定
・障害者、高齢者、子どもな
ど避難行動要支援者の把握
・事業者は、災害時の応援
協定等への協力

・所有する建築物の耐震化
など防災対策の強化

基本目標

施策目標 行政の主な取り組み

※前回の第8回総合計画審議会（H27.4.24開催）での意見を踏まえた主な修正箇所に下線を引いています。

第9回 枚方市総合計画審議会 参考資料２

1



現状（これまでの実績・市の強み） 課題（今、求められていること）

・災害発生時には、災害情報を地域に対しよ
り迅速で効果的に提供できる情報発信体制
の整備が求められています。

・災害情報などの緊急情報について、
防災行政無線をはじめ様々な情報発
信手段を活用しながら、迅速かつ正確
に地域に提供する体制を整えます。

・防災行政無線やエフエムひら
かたのほか、様々な情報通信
手段を活用した災害時通信体
制の強化

・防災行政無線やエフエムひらか
た、ツイッターなどを活用した災害
時における非常通信体制の強化

・災害発生時に迅速に応急救護活動が実施
できる体制づくりが求められています。

・災害発生時に迅速な医療の応急処
置活動が行える体制を整備します。

・基幹病院や枚方寝屋川消防
組合等と連携した応急救護活
動の強化及びＭＣＡ無線等を
活用した災害時における情報
伝達体制の確立

・災害医療対策会議（基幹病院、三
師会、枚方寝屋川消防組合等で構
成）における災害医療体制の整備
・災害医療訓練の実施
・大規模災害時における保健師活
動マニュアル等の整備と研修の実
施

・災害発生後の中長期間にわたる適切な医
療・公衆衛生活動を展開するための体制づく
りが求められています。

・災害発生後から中長期間にわたり、
地域に密着した継続的な公衆衛生活
動が行える体制づくりを進めます。

・保健師等による被災者の心
身の健康管理の支援

・保健師や精神保健福祉士等によ
る被災者の健康・心のケアの支援

・災害発生時には、市民一人ひとりの的確な
対応、地域住民や事業者による相互の助け
合い、行政による支援といった、自助・共助・
公助の総合的な推進が求められています。

・災害が起こった際には、市民、市民
団体、事業者、行政がお互いに連携
し、被害の軽減を図ります。

・被災者に対する支援や公共
施設の復旧など災害対策の実
施

・避難所の開設指示や被災者に対
する物資の提供などの支援
・道路、橋梁、上下水道施設等の復
旧作業の実施
・関係機関との連絡調整及び応援
要請等の実施

現状と課題 行政の主な取り組みの
具体的な事業例

（実行計画に記載する事業等）

２．災害時に、
迅速・的確に
対応できるま
ち
（災害対応）

・本市では、同報系の防災行政無線や
エフエムひらかた、緊急速報メール（エ
リアメール）など、さまざまな手段によ
り緊急災害情報の発信に努めてきまし
たが、これらの手段に加え、平成26年
度より、市からの緊急災害情報を得る
手段の一つとして、市公式ツイッターを
活用した「ツイッターアラート」の運用も
始めています。
・本市には、災害拠点病院として関西
医科大学附属枚方病院が整備されて
おり、また、本市の災害医療センター
である市立ひらかた病院も免震構造を
備えてリニューアルしました。これらを
含む公的病院や三師会（枚方市医師
会・枚方市歯科医師会・枚方市薬剤師
会）、消防本部で構成する災害医療対
策会議において、災害発生時に迅速
かつ適切な救護活動が展開できるよう
検討を行うとともに、連携して災害医
療訓練を実施しています。

・災害情報を積極的に収集
し、迅速に行動

・お互いの救援・救護活動の
推進
・障害者、高齢者、子どもな
ど避難行動要支援者への協
力
・事業者は、大規模災害時
における物資・場所等の提
供への協力

・自主防災組織などの市民
団体は、行政と連携し、円滑
な避難所運営の実施
・電気・ガス・通信・鉄道事業
者は、所有施設・設備の早
期普及に向けた作業の実施

施策目標 取り組みの方向 行政の主な取り組み
市民、市民団体、事業者

の主な取り組み
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現状（これまでの実績・市の強み） 課題（今、求められていること）

・街頭犯罪や詐欺など犯罪に対する社会不
安が増す中、市民が安心して暮らしていける
まちづくりが求められています。

・警察・行政などの機関と地域が連携
を強化しながら、防犯体制の整備を進
めるとともに、地域の防犯意識の向上
を図り、支えあいによる防犯力の向上
を図ります。

・防犯カメラの設置など防犯体
制の整備
・地域の防犯活動の支援
・市民への防犯意識の啓発

・防犯カメラの設置
・防犯灯ＬＥＤ化の促進
・防犯に関する啓発の実施
・防犯に関する安全安心メールの配
信

・高齢者をねらった悪質商法など消費者被害
が多様化・複雑化する中、市民が安心して生
活がおくれる環境が求められています。

・消費者被害の未然防止や被害の回
復を図るため、消費者の意識啓発や
相談体制の充実を図ります。

・消費者教育の推進
・複雑化する消費者問題に対
応した消費生活相談体制の充
実

・消費者教育・啓発のための研修・
講演会等の開催
・消費生活相談の実施

・近年、情報通信技術が急速に進展し、暮ら
しの利便性が向上する一方で、コンピュー
ターウィルス等による個人情報漏えいの課題
などをもたらしており、個人情報については、
本来の目的に活用されよう、適正に管理され
ることが求められています。

・個人の権利利益を保護するため、個
人情報の適正な管理を図ります。

・情報セキュリティ対策の推進
など市で保有する個人情報の
適正な管理

・個人情報の漏えい防止に関する
啓発、研修の充実
・不正アクセスやコンピューターウイ
ルスなど新たな脅威に対する調査・
研究
・個人情報保護条例や情報セキュリ
ティーポリシーの改正

・戸締りの徹底など自分のこ
とは自分で守る防犯意識の
向上
・市民団体は、防犯パトロー
ルの実施など地域の防犯体
制の強化

・消費者被害に遭わないよう
積極的に情報収集し、未然
防止に向けた意識の向上
・事業者は、商品やサービス
に関する正しい情報の提供

・保有する個人情報の適正
な管理

・本市では、地域の安全・安心を高め
るため、管内人口が全国でも有数規
模となっていた枚方警察の2署化を進
め、平成24年度に交野警察署が開設
されました。
・本市では、ひったくりなどの街頭犯罪
や子ども、女性を狙ったわいせつ犯罪
等の抑止、減少に取り組むため、全45
小学校区や駅周辺などに防犯カメラの
設置を進めており、平成27年度に新た
に運用開始する250台を含め、市内設
置台数は合計329台となっています。
・本市では、地域における犯罪防止、
安全を図る目的で設置されている防犯
灯について、市内にある約26,000灯の
すべてをLED化することを目指し、維
持管理している自治会等に補助を行っ
ています。

現状と課題
取り組みの方向

市民、市民団体、事業者
の主な取り組み

行政の主な取り組み
行政の主な取り組みの

具体的な事業例
（実行計画に記載する事業等）

〇警察などの関係機関との連携を強化するほか、地域間のつながりを強化することで、防犯活動を充実するなど犯罪の少ないまちをめざします。

施策目標

基本目標 　■　安全で、利便性の高いまち

３．暮らしに身
近な安全が確
保されたまち
（生活安全）
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現状（これまでの実績・市の強み） 課題（今、求められていること）

・第二京阪道路の全線開通により、渋滞状況
の改善が見られたものの、今なお市内の交
通渋滞の緩和は本市の重要課題となってい
ます。市民の日常生活や産業・経済活動が
円滑に行えるよう、市内の道路網の整備が
求められています。

・交通渋滞を緩和するとともに、安全性
を確保するため、市内の幹線道路の
整備や京阪本線連続立体交差事業を
進めるとともに、生活道路の改善を図
ります。

・牧野長尾線などの幹線道路
の整備や地域の交通環境の
改善
・京阪本線（寝屋川市・枚方
市）連続立体交差事業の推進

・牧野長尾線・御殿山小倉線などの
幹線道路の整備
・主要な渋滞交差点の改良や生活
道路の改善
・枚方公園駅付近から香里園駅付
近の京阪本線連続立体交差化

・市内の幹線道路の交通渋滞緩和や都市間
交流の活性化に向けて、都市間の交通ネッ
トワークの整備が求められています。

・交通渋滞の緩和や都市間交流の活
性化を図るため、淀川渡河橋の整備
など広域幹線道路の整備に向けて取
り組みます。

・新名神高速道路やアクセス
道路などの整備に向けた国・
大阪府への働きかけ

・新名神高速道路及びアクセス道路
となる内里高野道線や淀川渡河橋
などの広域幹線道路の整備に向け
た国・大阪府との協議や働きかけ

・高齢化が進展する中、市民が安心して快適
に歩くことができる歩行空間を充実させるとと
もに、増加傾向にある自転車に係る交通事
故を抑制するため、更なる交通安全意識の
向上が求められています。

・日常生活において安全に歩行できる
よう、快適な歩行空間の整備に取り組
むとともに、交通事故の防止を図るた
め、自転車や歩行者の交通安全意識
の向上を図ります。

・歩道の環境整備
・自転車通行空間の整備
・交通安全教室の実施など交
通安全の意識啓発

・歩道、グリーンラインの整備
・自転車通行空間の整備
・交通安全教室や交通安全運動の
実施

・本市の道路環境については、平成22
年3月に第二京阪道路が全線開通した
ことにより、並行する国道1号など主要
幹線道路の渋滞状況は改善していま
す。
・本市では、駅周辺の歩行者の安全確
保や交通渋滞の解消などの課題解決
に向け、牧野駅や長尾駅などの駅前
広場を整備しました。

市民、市民団体、事業者
の主な取り組み

基本目標

取り組みの方向 行政の主な取り組み施策目標
現状と課題

・幹線道路の整備や京阪本
線連続立体交差事業に対す
る理解を深め、事業推進へ
の協力

・交通ルールを守り、交通マ
ナーを向上させるなど交通
安全意識の向上

４．安全で快
適な交通環境
が整うまち
（道路環境）

〇基幹道路や歩道などの生活道路を計画的に整備することで、交通渋滞を緩和するとともに、誰もが安全に通行できる環境整備を進めます。あわせて、市民の交通安全意識の向上を図ります。

行政の主な取り組みの
具体的な事業例

（実行計画に記載する事業等）

　■　安全で、利便性の高いまち
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現状（これまでの実績・市の強み） 課題（今、求められていること）

・今後、定住人口の確保に向けて、暮らしや
すいまちづくりを進めるためには、更なる公
共交通の利便性の向上は欠かせません。く
わえて、公共交通機関の利用促進は、交通
渋滞の緩和や環境負荷の低減などにもつな
がることから、誰もが利用しやすい公共交通
環境の整備と利用促進が求められていま
す。

・市民生活の利便性向上や環境負荷
の低減などを図るため、効率的で利便
性が高く、持続可能な公共交通環境の
整備を図るとともに、公共交通機関の
利用を促進します。

・人、自転車、公共交通を優先
させた交通計画の策定・推進
・バス走行環境の充実
・利便性の高い公共交通ネット
ワークの構築
・公共交通機関の利用啓発

・総合交通計画の策定
・バス走行環境の充実（バス高速輸
送システムの導入など）
・利便性の高い公共交通ネットワー
クの構築（デマンド型交通の導入な
ど）
・公共交通利用に向けた交通タウン
マップの配布や啓発イベントの実施

・今後、人口減少や高齢化が進む中、利便
性の高い居住環境を確保していくためには、
公共交通結節点等において都市機能の集約
を図る拠点整備など効率的・効果的な都市
構造への転換が求められています。

・利便性の高い都市環境をめざし、都
市機能の集約を図る拠点を適正に配
置し、効率的・効果的な都市整備を進
めます。

・「都市計画マスタープラン」の
改定・推進
・都市機能の集約などコンパク
トなまちづくりに向けた立地適
正化計画の作成・推進
・土地区画整理事業の支援な
どゆとりのある住宅地の形成

・都市計画マスタープランの改定
・都市再生特別措置法に基づく立
地適正化計画の作成・推進
・楠葉中之芝土地区画整理組合へ
の技術支援等の実施

・人口減少が進む中、適切に維持管理され
ない空家・空地の増加が社会問題となってお
り、安全性のほか、衛生面などでの対策が
求められています。

・今後、増加することが見込まれる管
理不良な空家・空地の発生抑制、適正
管理及び利活用を促進します。

・空家・空地の適正管理・利活
用の推進

・空家・空地の適正管理に向けた啓
発
・管理不良な空家・空地に対する措
置
・空家等対策計画の作成及び対策
の実施

５．快適で暮ら
しやすい環境
を備えたまち
（公共交通、住
環境）

市民、市民団体、事業者
の主な取り組み

取り組みの方向
行政の主な取り組みの

具体的な事業例
（実行計画に記載する事業等）

・公共交通機関や自転車を
積極的に利用
・公共交通事業者は、行政
や地域と連携して公共交通
の利便性の向上

・利便性の高い都市環境の
整備に対する理解を深め、
事業推進への協力

・所有する空家・空地の適正
な管理

・本市は人口約41万人を擁する都市と
して、京都・大阪・奈良のほぼ中間に
位置し、鉄道、バスなど利便性の高い
公共交通環境を備えています。
・本市では、日本のニュータウンの先
駆けである「香里団地」が昭和37年に
竣工するなど、この間、京阪沿線最大
の住宅都市として着実に発展してきま
した。
・本市は、路線バスの位置情報を配信
するバスロケーションシステムの導入
や、枚方市駅などでの乗り換え案内を
充実する案内モニターの設置に係る
支援を行い、環境に優しい交通体系の
構築に向けた取り組みを進めていま
す。

〇市民生活の利便性向上や環境負荷の低減を図るため、公共交通機関の利用を促進するなど、快適で暮らしやすい環境づくりを進めます。

基本目標

行政の主な取り組み施策目標
現状と課題

　■　安全で、利便性の高いまち
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現状（これまでの実績・市の強み） 課題（今、求められていること）

・「健康医療都市ひらかたコンソーシア
ム」において、関係団体が連携しなが
ら、多彩な連携事業の展開を通じて、
市民の健康増進を図ります。

・誰もが日頃から健康づくりに取り組め
るよう、健康増進に関する情報提供や
相談体制の充実を図ります。

・健康教育の推進など健康づく
りに関する意識向上の支援
・健康・医療に関する相談体制
の充実
・ウォーキングによる健康づくり
の取り組みの支援

・健康・医療・福祉フェスティバルの
開催
・公開講座の実施等
・健康増進に向けた教室の開催
・健康医療キャラバン事業（小中学
生に対する健康教育）の実施
・健康・医療に関する相談窓口など
相談体制の充実
・京阪電気鉄道株式会社と連携した
ひらかたカラダづくりトライアル事業
（ウォーキングマップの作成やイベ
ントの実施など）

・あらゆる世代の人が、いつでも気軽
にスポーツなどの健康づくりに取り組
むことができる環境づくりを進めます。

・気軽にスポーツやレクリエー
ションができる環境づくり
・健康増進に向けたスポーツ活
動の普及・促進

・市民スポーツカーニバルなどの各
種スポーツ大会・レクリエーション事
業の実施
・スポーツ推進委員によるスポーツ
活動の普及・促進

・健康上の問題で日常生活が制限されること
なく生活できる期間とされる「健康寿命」の延
伸が重要となる中、がん、循環器疾患、糖尿
病などの生活習慣病は、日本人の死因の約
6割、また、国民医療費の約3割を占めている
状況です。このようなことから、食生活などの
生活習慣の改善や口腔の健康を保つこと
は、健康寿命を延ばし、医療費の軽減にもつ
ながることから、その対策が求められていま
す。

・各種健（検）診の受診者を増やすなど
生活習慣病などの疾病の予防・早期
発見を進めるとともに、食育や歯科口
腔保健の推進を図ります。

・特定健康診査やがん検診な
ど各種健（検）診の受診率向上
の啓発
・職域保健との連携による健康
づくりの支援
・食育の啓発
・歯科口腔保健の推進

・特定健康診査やがん検診などの
各種健（検）診の啓発
・職域保健と連携した健（検）診や啓
発の実施
・食育カーニバル等の開催
・健康増進計画及び歯科口腔保健
計画に基づく事業の実施

・社会環境の変化などに伴う悩みやストレス
から、うつ病などのこころの健康への対応が
求められています。

・こころの病気の早期発見や早期対応
を図るための取り組みを進めます。

・こころの健康相談の充実
・自殺予防対策の推進

・こころの健康相談事業の実施
・自殺予防に向けた電話相談窓口
の実施

・平成27年1月に、「難病の患者に対する医
療等に関する法律」が施行されるなど、難病
患者が地域で安心して療養生活を送るため
の環境づくりが求められています。

・難病に対する理解を深めるとともに、
医療や介護、福祉の連携を図りなが
ら、難病患者が地域で安心して暮らせ
る環境づくりを進めます。

・保健師などの専門職による難
病患者に対する相談等の支援
・難病患者をとりまく地域ケア
システムの構築・推進

・難病患者に対する相談事業の実
施
・枚方市難病対策医療ネットワーク
会議の開催

・危険ドラッグなどの薬物が広がりを見せ、そ
の乱用が低年齢化する中、市民の薬物乱用
を防止することが求められています。

・薬物による健康被害を防ぐため、薬
物乱用防止に向けた取り組みを進め
ます。

・薬物乱用防止街頭キャン
ペーンなど薬物乱用防止の啓
発

・薬物乱用防止啓発事業の実施

・本市では、平成24年8月に市内の公
的病院や医療系大学、行政などで構
成する「健康医療都市ひらかたコン
ソーシアム（共同事業体）」を大阪府内
で初めて設立し、多彩な連携事業の
展開を通じて市民の健康増進や地域
医療の充実に取り組んでいます。
・本市では、市民の健康増進や疾病の
予防・早期発見につながる取り組みと
して、特定健康診査の休日健診の拡
大や、乳がんや大腸がんなど各種が
ん検診に係る費用助成の拡充を実施
しています。

行政の主な取り組み

・市民の健康に関する意識が高まる中で、市
民一人ひとりが自己の健康について関心を
持ち、いつまでも健やかに暮らせる環境づく
りが求められています。

現状と課題
取り組みの方向

６．誰もがいつ
までも心身とも
に健康に暮ら
せるまち
（健康）

施策目標

・健康増進に向けた意識の
向上

・スポーツなど適度な運動に
よる健康づくりの推進
・市民団体は、気軽にスポー
ツができる機会の提供
・事業者は、スポーツ教室の
開催などスポーツ活動の支
援、運動施設の開放

・定期的な健（検）診の受診
など生活習慣病の予防や早
期発見の推進
・日頃からの正しい食生活に
よる健康づくりの推進

・こころの健康に関心を持
ち、早期発見や早期対応の
推進

・難病に対する理解の促進

・薬物等の正しい情報を知
り、乱用の防止

基本目標 　■　健やかに、生きがいを持って暮らせるまち

〇各種健（検）診の受診者を増やすなど疾病の予防・早期発見につながる取り組みを進めるとともに、気軽に運動できる環境づくりなど市民の健康づくりを推進します。また、食品衛生や感染症の予防
対策など公衆衛生の向上を図ります。

市民、市民団体、事業者
の主な取り組み

行政の主な取り組みの
具体的な事業例

（実行計画に記載する事業等）
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現状（これまでの実績・市の強み） 課題（今、求められていること）

・従来の感染症対策に加え、国際化の進展
による人の移動の活発化や生態系の変化に
より、今までに経験のない新たな感染症への
対策が求められています。

・健康に関する危機管理体制を強化し
て、感染症の予防や拡大防止対策な
どの強化を図ります。

・感染症に対する正しい知識の
普及啓発
・新たな感染症の予防・拡大防
止に向けた体制整備

・感染症に対する正しい知識の普及
啓発事業の実施
・国・府との連携による新型インフル
エンザなどの新たな感染症に係る
情報収集及び的確な対応のための
体制整備
・新型インフルエンザ等対策行動計
画ならびに対策実施に関するマ
ニュアル策定

・安全な生活を求める市民の意識が高まる
中、食品の安全性が確保されるとともに、公
衆浴場や理・美容所などの生活衛生施設が
安心して利用できる環境が求められていま
す。

・安全で快適に生活が送れるよう、食
品関係施設や生活衛生関係施設にお
ける衛生水準を高める取り組みを進め
ます。

・食品・生活衛生施設に対する
監視・指導
・事業者による自主管理体制
の強化に向けた支援
・食中毒予防に向けた消費者
に対する食品の取り扱い等の
啓発

・食品衛生監視指導計画に基づく
監視・指導の実施
・衛生管理に係る講習会の実施
・食中毒予防の普及啓発事業の実
施

・人と動物がともに暮らせる環境をつくるた
め、動物の愛護や適正な飼養管理について
の意識高揚が求められています。

・人と動物の共生を推進するため、動
物の愛護・適正飼養の推進を図りま
す。また、殺処分される犬猫を減少さ
せるため、譲渡の促進を図ります。

・動物愛護や適正飼養に関す
る啓発
・動物愛護団体やボランティア
等との連携による譲渡の促進

・動物愛護の思想や適正飼養に関
する普及啓発事業の実施

７．公衆衛生
や健康危機管
理が充実した
まち
（公衆衛生、健
康危機管理）

市民、市民団体、事業者
の主な取り組み

行政の主な取り組みの
具体的な事業例

（実行計画に記載する事業等）
行政の主な取り組み

・本市では、平成26年4月に中核市に
移行し、大阪府が担っていた感染症や
食品衛生に関する保健所の業務を自
ら運営することになり、保健所の機能
を生かした公衆衛生活動を展開するこ
とができるようになりました。

・感染症に関する正しい知
識の習得、日常生活におけ
る衛生意識の向上
・事業者は、安全で衛生的
な食品やサービスの提供

・愛玩動物の責任を持った
適正飼養

施策目標
現状と課題

取り組みの方向
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現状（これまでの実績・市の強み） 課題（今、求められていること）

・本市では、健康医療都市ひらかたコ
ンソーシアム（共同事業体）」におい
て、地域完結型の医療実現のための
連携事業を推進しています。
・本市には5つの公的病院があり、初
期救急から三次救急救命の医療体制
や、24時間の小児救急医療体制が
整っています。
・北河内唯一の市立病院として地域医
療の中核を担うべく、老朽化が進んで
いた旧市民病院を建て替え、高度な医
療機器を備えた「市立ひらかた病院」と
して平成26年9月に開院しました。

・地域において、誰もが急性期から回復期を
経て、在宅医療に至る医療サービスを安心し
て受けられる環境が求められています。
・本市の医療資源を十分に生かしながら、よ
り効率的・効果的な救急医療体制の確保が
求められています。
・寝たきりや認知症などの人が住み慣れた生
活の場で療養するためには、医療と介護が
連携してサービスを提供することが求められ
ています。

・「健康医療都市ひらかたコンソーシア
ム」において、関係団体が連携しなが
ら、地域医療の充実を図ります。
・地域のかかりつけ医から高度な医療
を提供できる公的病院までが連携し、
住み慣れた地域で必要な医療が受け
られる地域医療の充実を図るなど、市
民の医療ニーズに適切に対応できる
医療体制を構築します。
・初期救急医療から高度救急医療を含
む各医療機関の連携強化により救急
医療体制を確保するとともに、応急救
護体制の充実を図ります。
・市立ひらかた病院は、地域の中核と
なる公立病院として、救急医療や災害
医療などの機能を充実するとともに、
地域の医療機関と連携しながら、安全
な医療の提供を進めます。
・外国人や聴覚障害者など誰もが安心
して医療を受けることができる環境整
備を進めます。
・高齢者などが住み慣れた地域で、医
療・介護が一体的に提供できる体制づ
くりを進めます。

・地域医療機関の連携強化
・救急医療体制の確保
・応急救護体制の充実
・市立ひらかた病院の医療体
制の充実
・医療通訳士登録派遣制度の
実施
・手話通訳派遣事業の実施
・医療・介護の連携体制の強
化

・救急救命活動に向けた救
命講習などの受講
・病院ボランティアなどへの
参加
・医療機関は、医療安全対
策に取り組むとともに、良好
な医療サービスの提供

・地域医療連携システムの構築によ
る患者情報の共有化
・関西医科大学附属枚方病院救命
救急センターの運営支援
・北河内夜間救急センターの運営
・枚方休日急病診療所の運営委託
・枚方休日歯科急病診療所の運営
支援
・コンビニエンスストアへのAED設置
・市立ひらかた病院の開設に伴う高
度な医療機器などを活用した医療
体制の充実
・医療通訳士養成講座の実施と医
療通訳士の派遣
・手話通訳者のコーディネイト及び
派遣
・地域の医療・介護等の関係機関の
多職種連携体制の構築

８．安心して適
切な医療が受
けられるまち
（医療）

　■　健やかに、生きがいを持って暮らせるまち

施策目標

〇初期救急医療から高度救急医療を含む各医療機関の連携強化を図るとともに、住み慣れた地域で必要な医療が受けられる地域医療の充実を図ります。

取り組みの方向
現状と課題

市民、市民団体、事業者
の主な取り組み

基本目標

行政の主な取り組み
行政の主な取り組みの

具体的な事業例
（実行計画に記載する事業等）
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現状（これまでの実績・市の強み） 課題（今、求められていること）

・国では、平成37年を目途に地域包括ケアシ
ステムの構築を推進しており、本市において
も、超高齢社会に対応するため、地域におい
て、住まい・医療・介護・予防・生活支援が一
体的に提供される仕組みづくりが求められて
います。

【地域包括ケアシステムの構築によ
り、高齢者を地域全体で支える体制づ
くりの推進】
※以下の取り組みを進めることで推
進

・保健・医療・介護・福祉の多
職種連携協働

・在宅医療・介護連携の推進
・「地域ケア会議」の開催による地域
の医療機関や介護保険関係機関、
地域団体、行政機関等の相互連携
の強化

・認知症高齢者が尊厳をもち、地域で
安心して暮らせる環境づくりを進めま
す。

・認知症に対する正しい知識や
予防方法等の普及啓発、地域
での認知症予防の取り組みへ
の支援
・認知症サポーターの養成など
認知症支援策の推進

・包括支援センターとの情報交換会
の実施
・介護予防普及啓発事業（能力測
定会：圏域版含む）の実施
・認知症ケアパス（認知症の容態に
応じた適切なサービス提供の流れ）
の作成
・認知症サポーターの養成

・高齢者が住み慣れた地域で安心して
暮らしていけるよう、在宅福祉サービ
スの充実を図ります。

・在宅福祉サービスの充実
・緊急通報装置の貸与や在宅生活
援助など高齢者の地域生活を支援

・介護が必要となった時に質の高い介
護サービスが受けられるよう、介護保
険施設等の基盤整備を進めます。

・介護保険施設等の整備
・公的介護施設整備への補助など
整備に向けた普及促進

・高齢者がいつまでも健康に生活でき
るよう、介護予防を推進します。

・講座の開催やオリジナル体
操普及など介護予防と健康づ
くりの推進

・講座の開催やオリジナル体操の普
及など介護予防の普及啓発

・高齢者が生きがいを持って生活がお
くれるよう、高齢者の技能・経験を生か
せる活躍の場や若者との世代間交流
の場の確保など社会参加を促進しま
す。

・高齢者のボランティア活動な
どの社会参加の促進
・高齢者と幼児などとの世代間
交流の推進

・「スマートエイジング・シティ」など、高
齢者が住み慣れた地域で安心して暮
らせる環境づくりを進めます。

・健康づくりと医療・介護を切れ
目なく支える環境づくりの推進

基本目標

市民、市民団体、事業者
の主な取り組み

取り組みの方向

・健康寿命増進に向けた意
識の向上
・地域の高齢者に目を向け、
声かけや見守りなど積極的
に関与

・市民団体は、介護予防教
室の実施など健康寿命増進
に向けた取り組みの推進
・高齢者は、ボランティア活
動など社会参加の推進
・市民団体は、高齢者を含
めた多世代の人が楽しむこ
とができるイベントの開催

施策目標
現状と課題

　■　健やかに、生きがいを持って暮らせるまち

・市内には、高齢者が抱える様々な問
題を地域で総合的に支援する「高齢者
サポートセンター」が13か所あります。
本市では、このセンターと、地域の
様々な店舗や事業者が連携し、高齢
者の見守り活動を行う「高齢者見守り
110番」を平成24年4月から実施してお
り、高齢者が地域で安心して暮らせる
まちづくりを進めています。
・本市では、高齢者が元気に暮らせる
優しいまちづくりを進めるため、老朽化
が進んでいた老人福祉センター「楽寿
荘」や「総合福祉センター」のバリアフ
リー化などの改修を行い、リニューア
ルしました。

〇高齢者や障害者などが地域で自立した生活をおくれるよう、全ての人が互いに尊重し合うとともに、社会参加できる機会を充実します。また、高齢者の経験を十分に生かせるような場の確保や子ど
もなどとの世代間交流など、高齢者が生きがいを感じられるまちをめざします。

・医療に頼らない「健康寿命」の増進がます
ます重要となる中、高齢者が自立した生活が
おくれるよう、介護を必要としない健康づくり
や社会参加を通じた生きがいづくりが求めら
れています。

・平成37年には65歳以上の高齢者に対する
認知症の人の割合は現状の約7人に1人から
約5人に1人になるなど、認知症や寝たきりな
どの高齢者が急速に増加することが見込ま
れる中、認知症や介護が必要となっても、安
心して暮らせる環境が求められています。

行政の主な取り組み
行政の主な取り組みの

具体的な事業例
（実行計画に記載する事業等）

・街かどデイハウスの支援
・高齢者の生きがいと社会参加に向
けた各種講座の開催
・高齢者の社会参加に向けたポイン
ト制度（ひらかた生き生きマイレージ
事業）の実施
・シルバー人材センターへの支援な
どを通じた高齢者の就業機会の提
供
・園児による老人ホームなどへの訪
問や園行事への招待など保育所
（園）・幼稚園における世代間交流
事業の実施

９．高齢者が
地域でいきい
きと暮らせるま
ち
（高齢者福祉）
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現状（これまでの実績・市の強み） 課題（今、求められていること）

・障害者が自立した生活を送ることが
できるよう、社会参加の促進に向けた
様々な福祉サービスの充実を図りま
す。

・移動支援や就労支援など障
害者の社会参加の促進
・障害者福祉施設の整備支援

・ガイドヘルパーによる障害者の移
動支援
・障害者の職場体験機会の提供及
び合同就職面接会の実施
・グループホームなど福祉施設開設
に伴う補助

・障害者が地域で安心して暮らせる環
境をつくるため、障害への理解の浸透
や地域との交流の場の提供を図りま
す。

・障害者に対する理解を深める
啓発の推進
・地域活動支援センターを拠点
とした障害者と地域住民の交
流促進

・障害者に対する理解を深める研
修・啓発の実施
・地域活動支援センター事業（障害
者と地域の交流促進、創作的活動
や生産活動の機会の提供など）

・平成25年6月に、障害を理由とする差別の
解消を推進することを目的として、「障害を理
由とする差別の解消の推進に関する法律」
が制定（平成28年4月1日施行予定）されまし
た。このような背景のもと、障害者が住み慣
れた地域で自立した生活がおくれるよう、障
害者の様々なニーズに応じたサービスの提
供や障害に対する理解の促進が求められて
います。

行政の主な取り組みの
具体的な事業例

（実行計画に記載する事業等）
行政の主な取り組み

市民、市民団体、事業者
の主な取り組み

現状と課題
取り組みの方向

・障害に対する理解を深め
るとともに、ボランティア活動
などを通じて支援
・事業者は、事業活動にお
いて障害者に配慮するととも
に、就労を希望する障害者
の受け入れの推進

10．障害者の
自立や社会参
加が充実した
まち
（障害者福祉）

施策目標

・本市には、障害者の創作的活動等の
機会や交流促進などを図る場として、
地域活動支援センターⅠ型（障害者相
談支援センターと併設）が市内6か所
にあります。平成26年度には、既存の
障害者相談支援センター（3か所）を基
幹相談支援センターと位置付け、総合
的、専門的な相談支援を担う施設とし
て機能強化に取り組みました。
・本市では、市独自の事業として、一
人での通学が困難な児童・生徒を対
象に、通学ガイドヘルパーを派遣し
て、当該児童・生徒の自宅と学校間の
往復等、通学のために必要な支援を
行っています。
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現状（これまでの実績・市の強み） 課題（今、求められていること）

・性別や国籍の違い、高齢者、障害者などに
対する差別・虐待、また、同和問題、ハンセ
ン病問題など様々な人権問題がいまだ存在
する中、インターネットによる誹謗・中傷など
の人権課題も顕在化しており、人権意識の
高揚が求められています。

・全ての市民の人権が大切にされる社
会の実現に向け、人権問題を正しく理
解し、一人ひとりの個性や価値観、多
様な文化を認め合えるよう人権教育・
啓発の推進を図ります。

・人権教育・啓発の推進

・学校園における人権教育の推進
・人権意識に関する啓発事業の実
施
・ハンセン病問題解決に関わる啓発
事業の実施

・近年、配偶者等からの暴力（ＤＶ）が増加傾
向にある中、様々な人権侵害に対し、被害者
支援の充実が求められています。

・配偶者等からの暴力（ＤＶ）や、高齢
者、障害者等への様々な人権侵害に
対し、関係機関が連携しながら支援の
充実を図ります。

・「配偶者暴力相談支援セン
ター」や「障害者虐待防止セン
ター」などによる人権被害者へ
の支援体制の充実

・配偶者暴力相談支援センターの
運営
・高齢者サポートセンターの運営
・障害者虐待防止センターの運営
・児童虐待問題連絡会議の運営

・本市では、男女共同参画計画に基づ
き、男女共同参画社会の実現に向け
取り組んでいます。本市の拠点施設で
ある「男女共生フロア・ウィル」におい
ては、各種啓発事業のほか女性の人
権に関わる相談事業や、男女共同参
画に資する団体等の活動基盤の提
供、男女がいきいき働き、活動する地
域づくりに係る取り組みを進めていま
す。

・性別に関わりなく、一人ひとりの能力や個
性を発揮できる社会の形成に向けて、男女
が対等なパートナーとして社会活動に参画で
きる環境づくりが求められています。
・男女共同参画の推進に向けては、男女がと
もに育児や介護を協力し合いながら行い、安
心して働くことができるよう、仕事と家庭を両
立できる環境づくりが求められています。

・固定的な性別役割分担意識の解消
に向けて、関係機関が連携しながら、
男女共同参画意識の向上に取り組む
とともに、男女がともに活躍できる場の
拡大を図ります。
・男女がともに仕事と生活を両立する
ことができるよう、ワーク・ライフ・バラ
ンス（仕事と生活の調和）の推進を図り
ます。

・男女共同参画に係る啓発・教
育や相談体制の充実
・女性職員の管理職への登用
の推進
・ワーク・ライフ・バランスの推
進に向けた啓発

・性別に関わりなく家庭、職
場、地域社会に参画するな
ど男女共同参画に対する意
識の向上
・事業者は、性別に関わりな
く、仕事と生活の調和にも配
慮した働きやすい環境づくり
の推進

・男女共生フロア・ウィルを拠点とし
た啓発事業や女性のための相談事
業の実施
・育児休業の普及・促進
・女性職員の管理職登用の推進
・ワーク・ライフ・バランス啓発事業の
実施

・本市では、大阪府内で初めて「非核
平和都市」を宣言するとともに、3月1日
を「枚方市平和の日」と定めており、毎
年3月に、恒久平和と震災復興の願い
を込めた「平和の燈火（あかり）」を実
施しています。

・本市では、明治29年に「禁野火薬庫」、昭和
12年には、当時日本最大の爆弾製造所「枚
方製造所」、昭和14年には「香里製造所」が
開設されるなど、我が国屈指の軍需施設の
まちとなりました。昭和14年3月1日に「禁野
火薬庫」で爆発事故が発生し、死傷者約700
名、被災世帯4400世帯を超える大災害となり
ました。また、現在でも、世界各地で紛争に
よるテロなど平和を脅かす問題が跡を絶た
ない中、将来にわたり戦争の悲惨さを風化さ
せず、平和な社会の実現に向けた啓発に取
り組んでいくことが求められています。

・平和な社会の実現に向けて、平和意
識の醸成に取り組み、戦争の悲惨さを
後世に伝える取り組みを進めます。

・平和に関する啓発の推進
・平和の尊さを学ぶ機会に
参加するなど平和意識の向
上

・平和の燈火（あかり）の開催
・平和学習の発表による平和メッ
セージの発信

・人権啓発イベントに参加す
るなど人権に対する意識の
向上
・事業者は、人権を尊重した
公正な雇用とともに、職場に
おける人権侵害の防止

・ＤＶ防止などに向けた互い
を尊重しあう意識の向上
・人権被害の早期発見への
協力

市民、市民団体、事業者
の主な取り組み

取り組みの方向
行政の主な取り組みの

具体的な事業例
（実行計画に記載する事業等）

11．すべての
人がお互いの
人権を尊重し
あうまち
（人権）

　■　健やかに、生きがいを持って暮らせるまち

〇性別や国籍などの違いをこえ、全ての人の人権が保障されるよう、人権教育・啓発等を進めるとともに、平和社会の実現に取り組みます。

施策目標 行政の主な取り組み
現状と課題

・本市では、平成5年に「人権尊重都市
宣言」をするとともに、その宣言の趣旨
や世界人権宣言及び憲法の理念に
のっとり、平成16年に「人権尊重のま
ちづくり条例」を策定するなど、一人ひ
とりの人権が尊重されるまちづくりを進
めています。
・本市では、ＤＶ専門相談窓口として、
平成25年4月に枚方市配偶者暴力相
談支援センター「ひらかたＤＶ相談室」
を開設し、配偶者等からの暴力（ＤＶ）
防止及び被害者支援にあたっていま
す。

13．平和の大
切さを後世に
伝えるまち
（平和）

12．男女がお
互いを尊重
し、ともに参画
できるまち
（男女共同）

基本目標
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現状（これまでの実績・市の強み） 課題（今、求められていること）

・本市では、妊産婦健康診査につい
て、全国トップレベルの助成額（平成
25年度時点）に増額するなど、安心し
て出産できるまちづくりを進めていま
す。
・本市では、ハイリスク分娩等に対応
する総合周産期母子医療センターの
機能を有する関西医科大学附属枚方
病院があるなど、安心して出産できる
環境が充実しています。

・少子化が進む中、安心して子どもを産み・
育てることができる環境が求められていま
す。

・妊娠、出産を望むすべての人が、安
心して子どもを産み・育てることができ
るよう、母と子の心身の健康づくりを進
めます。

・妊産婦訪問等による相談支
援
・マタニティスクールや子育て
講演会などによる母子の健康
管理への支援
・妊産婦健康診査及び産後ケ
アなどの母子の健康管理への
支援
・不妊症及び不育症治療に対
する支援

・電車・バスにおける配慮な
ど妊産婦への支援
・妊産婦は、母子の健康管
理に向けた妊産婦健康診査
の受診や講習会への参加

・母子訪問指導の実施（妊産婦訪
問、新生児・乳幼児訪問等）
・母子健康教育事業（マタニティス
クール、離乳食等講習会、子育て
講演会等）
・妊産婦健康診査費用の助成
・産科医療機関等での滞在による産
後ケア事業の実施
・特定不妊治療費用の助成
・不育症治療費用の助成

現状と課題 行政の主な取り組みの
具体的な事業例

（実行計画に記載する事業等）

　■　一人ひとりの成長を支え、豊かな心を育むまち

14．安心して
妊娠・出産で
きる環境が整
うまち
（産前・出産）

〇次の時代を担う子どもを安心して産み育てられるまちをめざし、子どもたちの健やかな成長を社会全体で見守っていく環境づくりを進めます。

基本目標

施策目標 取り組みの方向 行政の主な取り組み
市民、市民団体、事業者

の主な取り組み
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現状（これまでの実績・市の強み） 課題（今、求められていること）

・子どもの心身の健やかな育ちを支援
するため、疾病等の予防・早期発見・
早期対応の取り組みを進めます。

・乳幼児健康診査や子ども医
療費など子どもの健康づくりへ
の支援

・乳幼児健康診査の実施
・子ども医療費助成の実施
・小児慢性特定疾病医療費助成の
実施
・予防接種の実施

・保護者の様々なニーズに応じて、子
どもが安心して教育・保育を受けられ
る環境づくりを進めます。

・教育・保育に係る量の確保と
質の改善
・放課後児童対策の拡充
・保幼小の円滑な接続の推進

・保育所（園）や幼保連携型認定こ
ども園を基本とした定員増の推進
・病児保育の実施
・幼稚園における預かり保育や幼児
教育教室の実施
・保育体制や研修の充実
・留守家庭児童会室の対象学年の
拡大と施設整備
・保育所（園）・幼稚園・認定こども
園・小学校との交流会や合同研究
会の実施

・障害児やその家族が安心して子育て
できる環境づくりを進めます。

・障害児等に対する相談支援
の充実
・障害児等の発達支援の充実

・慢性疾患児・身体障害児とその家
族の相談支援の充実
・市立児童発達支援センターの整
備
・幼稚園への支援教育相談員の配
置
・障害児等療育支援事業の実施

・核家族化や地域のつながりの希薄化が進
むとともに、共働き家庭の増加や就労形態
が多様化している中で、保護者の子育てに
対する孤立感や不安感、負担感を緩和し、
安心して子育てができる環境が求められて
います。

・子育てに対する相談体制の充実を図
るとともに、子育て世帯が交流できる
場を確保するなど、地域の子育て支援
を進めます。

・子育てに対する相談体制の
充実
・乳幼児と保護者の地域交流
の場の確保
・子どもが安全に過ごせる居場
所づくりの推進

・乳児家庭への全戸訪問
・地域子育て支援拠点における交
流事業の実施
・枚方子どもいきいき広場への支援

・児童虐待等の問題が深刻化する中、子ども
の心身が健やかに成長できる環境づくりが
求められています。

・子どもの人権擁護の推進を図るた
め、児童虐待等の問題に対し、発生予
防、早期発見、早期対応の取り組みを
進めます。

・児童虐待防止に向けた支援
プログラムの実施など発生予
防の推進
・児童虐待の相談体制の充実

・児童虐待防止に向けた支援プログ
ラムの実施
・児童虐待の相談体制の充実
・児童虐待防止ネットワーク機能の
強化

・ひきこもりや若年無業者（ニート）等の若者
の自立をめぐる問題の深刻化など、子ども・
若者をめぐる状況は大変厳しいものになって
います。社会生活を円滑に営む上で困難を
有するひきこもり等の子ども・若者が社会に
参画し、社会的に自立した生活を送ることが
できる環境づくりが求められています。

・社会生活を円滑に営む上で困難を有
するひきこもりや若年無業者（ニート）
等の子ども・若者の社会的自立に向け
た取り組みを進めます。

・困難を有する子ども・若者と
その家族の早期発見・適切な
支援機関への誘導
・「ひきこもり等子ども・若者相
談支援センター」等の相談体
制の充実
・多様な関係機関による支援
ネットワークの充実

・講演会などひきこもり等の支援に
関する啓発及び相談窓口・支援機
関の周知
・「ひきこもり等子ども・若者相談支
援センター」等の専門相談員による
相談の実施
・「枚方市ひきこもり等地域支援ネッ
トワーク会議」の関係機関との連携
による支援の強化

・ひとり親家庭における子どもの健全な育成
を図るため、ひとり親家庭が安心して子育て
ができ、自立して暮らしていける環境が求め
られています。

・子どもの健やかな成長を支えるた
め、ひとり親家庭の自立に向けた取り
組みを進めます。

・就業支援の推進などひとり親
家庭の自立支援の充実

・母子・父子自立支援員等による就
業等の相談支援の実施
・就職に有利な資格取得を支援す
るための自立支援給付金事業等の
実施

・子育て世帯は、乳幼児健
康診査を受診し、疾病の早
期発見と治療の実施
・事業者は、育児休業制度
の整備、取得促進など出
産、育児、子育てがしやすい
職場環境づくりの推進

・子育て世帯は、地域の子
育てイベントやサークルへ
の参加
・市民団体は、子育てイベン
トやサークルの実施など子
育て世帯の交流の推進

・積極的に子どもに関わり、
虐待等の防止・早期発見で
きる環境づくりの推進
・子育て世帯は、家庭内だけ
で問題を抱え込まず、早期
に関係機関などへの相談

・本市では、これまで子ども医療費の
助成対象年齢を段階的に引き上げて
おり、入院、通院ともに中学3年生まで
を助成対象（平成27年12月時点）とし、
子育て世代の経済的負担の軽減を
図っています。
・平成20年の世界金融危機後の社会
経済状況による保育需要の増加に伴
い、平成21年度当初から保育所入所
の待機児童が発生しましたが、認可保
育所の定員増をはじめ、ハード・ソフト
両面にわたる取り組みを進めた結果、
平成26年度当初の待機児童ゼロを達
成しました。
・本市では、乳幼児を連れた保護者が
気軽にかつ自由に交流できる「地域子
育て支援拠点事業」を市内12か所で
実施しており、地域の子育て支援機能
の充実を図るとともに、子育ての不安
感を緩和し、子どもの健やかな育ちを
支援しています。
・本市では、平成25年4月、市役所内
に常設の「ひきこもり等子ども・若者相
談支援センター」を設置し、社会生活
を円滑に営む上で困難を有するひきこ
もりや若年無業者（ニート）等の子ど
も・若者やその家族の相談に応じ、社
会的自立に向けた支援を進めるととも
に、枚方市ひきこもり等地域支援ネット
ワーク会議と連携し、具体的な支援に
つなげるよう取り組んでいます。

行政の主な取り組みの
具体的な事業例

（実行計画に記載する事業等）

市民、市民団体、事業者
の主な取り組み

行政の主な取り組み

15．子どもたち
が健やかに育
つことができる
まち
（子育て）

・近年の社会経済状況に伴う少子化の進行
や核家族化の進展、共働き家庭・ひとり親家
庭の増加など、子どもの育ちや子育て支援
へのニーズが増加・多様化する中で、子ども
の生きる力と個性を育む環境が求められて
います。また、子ども・子育て支援新制度の
実施により保育需要が大きく増加しており、
その対応が求められています。

施策目標
現状と課題

取り組みの方向
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現状（これまでの実績・市の強み） 課題（今、求められていること）

・義務教育9年間を見通した小中連携
を推進するとともに、正確に理解・表現
するための言語能力や思考力の育
成、国際化に対応した英語によるコ
ミュニケーション能力の育成などによ
り、子どもの確かな学力の定着を図り
ます。

・小中連携・一貫教育の充実
・朝の読書や学校司書の配置
による読書指導の充実
・少人数指導の推進
・ＩＣＴ機器を活用した教育の充
実
・英語教育指導助手（ＮＥＴ・ＪＴ
Ｅ）の配置による小中一貫英語
教育の推進

・小中学校における連携・一貫した
指導
・朝の読書や学校司書の配置による
読書指導の充実
・少人数指導の推進
・放課後自習教室の実施
・授業用ICT機器活用の推進
・英語教育指導助手（ＮＥＴ・ＪＴＥ）
の全小中学校配置による小中一貫
英語教育の推進

・充実した教職員研修等を通じて、高
い指導力と意欲を持つ教職員の育成
を図ります。

・教職員研修の充実による指
導力の向上

・教職員研修の充実
・教職員のICT活用能力の向上（校
務支援システム運用）

・近年、子どものコミュニケーション能力や社
会適応能力、体力の低下が問題となってお
り、子どもの豊かな人間性や社会性、健やか
な身体が育まれる環境づくりが求められてい
ます。

・学校、家庭、地域が連携しながら、子
どもの社会性や思いやりの心など、豊
かな人間性を育むとともに、健やかな
身体を育成する取り組みを進めます。

・道徳教育や体験学習などに
よる豊かな心の育成
・健康の保持増進や食育の推
進などによる子どもの健やか
な身体の育成
・学校、家庭、地域で構成する
地域教育協議会への支援

・道徳教育や体験学習の実施
・学校における保健管理の実施
・正しい食生活の定着に向けた指
導の実施
・授業やクラブ活動による子どもの
体力づくり
・学校、PTA、地域で構成する地域
教育協議会への支援

・いじめや不登校などの問題が深刻化する
中、子どもたちが安心していきいきと学校生
活をおくれる環境づくりが求められています。

・学校・家庭・地域・関係機関が連携を
図りながら、いじめの未然防止や早期
発見を図るとともに、不登校の子ども
への支援に取り組みます。

・人権教育の推進
・いじめ問題解決に向けた警察
等の関係機関との連携強化
・不登校の子どもを対象とした
適応指導教室の実施
・いじめや不登校に対する電話
相談体制の充実

・豊かな人権意識・人権感覚と自他
を尊重し認め合う実践力をもち、自
ら考え行動できる人間の育成
・学校、児童相談所、警察などで構
成される「いじめ問題対策連絡協議
会」の運営
・不登校の児童・生徒を対象とした
適応指導教室の実施
・いじめ問題対策事業（いじめ専用
ホットラインなど）の実施

行政の主な取り組み
行政の主な取り組みの

具体的な事業例
（実行計画に記載する事業等）

取り組みの方向
市民、市民団体、事業者

の主な取り組み

・本市では、子どもの健やかな成長と
学びを支え、社会を担う人材を育てる
取り組みとして、小学校における枚方
市独自の少人数（35人）学級編制を４
年生まで拡充しています。また、全中
学校区において小中学校間の段差の
解消を図る小中連携事業に取り組む
とともに、全小中学校に英語教育指導
助手（ＮＥＴ・ＪＴＥ）を配置してコミュニ
ケーション能力の育成をめざす小中一
貫英語教育を推進しています。
・本市は、平成26年4月の中核市移行
により、本市独自のカリキュラムで教
職員研修を実施するなど教職員の指
導力向上に取り組んでいます。

現状と課題

〇子どもたちの豊かな人間性やコミュニケーション力を伸ばすとともに、確かな学力の定着に取り組むなど、生きていく力を育む教育の推進とその環境づくりを進めます。

　■　一人ひとりの成長を支え、豊かな心を育むまち

施策目標

基本目標

16．子どもたち
の生きる力を
育む教育が充
実したまち
（学校教育）

・学習ボランティアなど学習
活動の支援
・子育て世帯は、各家庭に
おける学習環境づくりの推
進

・地域と学校が一体となって
地域の学校づくりの推進
・地域の子どもに目を向け、
あいさつを交わすなど積極
的に関与
・市民団体や事業者は、体
験学習機会の提供など教育
活動への協力

・子どもに関わり、いじめな
どの未然防止・早期発見に
つながる環境づくりの推進

・将来の社会を担う人材を育成するため、子
どもの学習意欲を向上し、基礎的な学力や
自ら学び考える力を伸ばしていくことが求め
られています。

（子どもの生きていく力を育む教育が充実したまち） 次ページに続く

14



現状（これまでの実績・市の強み） 課題（今、求められていること）

・近年、登下校時の交通事故や不審者により
子どもが犠牲となる事件・事故が生じてお
り、子どもが安全で安心して学べる環境づく
りが求められています。

・子どもたちの安全確保を図るため、
保護者・地域・学校などが連携し、子ど
もが安全に安心して学べる環境づくり
を進めます。

・通学路における危険箇所の
点検調査や学校安全監視など
による安全な教育環境の確保
・子どもの自ら身を守る意識の
向上

・通学路における危険箇所の点検
調査
・安全監視ボランティアなどによる小
学校正門の安全管理
・学校園メール配信事業の実施
・校区安全マップや児童一人一人
の安全マップの作製及び交通安全
教室の実施

・少子化の進行による児童生徒数の減少や
学校施設の老朽化などが進む中で、より安
全で充実した教育環境の確保が求められて
います。

・安全で快適に学習できる環境を確保
するため、老朽化した学校施設の更新
や改修、学校規模等の適正化を図る
など、教育環境の向上を図ります。

・学校規模等の適正化の推進
・学校施設の計画的な整備
・中学校給食の実施など学校
給食の充実

・学校規模等適正化基本方針に基
づく学校統合等による適正化
・学校施設の更新整備
・「市有建築物保全計画」に基づく
校舎の改修
・学校トイレの改善
・学校給食の充実（中学校給食の実
施、学校給食を通じた食育の推進、
食物アレルギーへの対応等）

・障害のある子どもたちに対して適切な支援
を行い、障害のある子どもとない子どもが、と
もに育ち合える教育環境が求められていま
す。

・障害のある子どもたちへの支援教育
の充実を図り、「ともに学び、ともに育
つ」教育の充実を図ります。

・支援教育コーディネーターに
よる支援教育の充実

・支援教育コーディネーターによる
配慮を要する児童・生徒の状況把
握や支援、関係機関との連携

現状と課題
取り組みの方向 行政の主な取り組み

市民、市民団体、事業者
の主な取り組み

行政の主な取り組みの
具体的な事業例

（実行計画に記載する事業等）

16．子どもの
生きていく力を
育む教育が充
実したまち
（学校教育）

・本市では、子どもたちの学ぶ環境を
整える取り組みとして、平成28年度か
らの中学校給食の実施に向けて、新
たな学校給食の拠点となる「第一学校
給食共同調理場」の建設工事を進め
ています。
・本市は、障害のある児童生徒の教育
環境の充実や進路選択の拡充に向
け、大阪府に対して高等支援学校の
開設を働きかけ、平成27年4月に、大
阪府立枚方支援学校及びむらの高等
支援学校が開校されました。

施策目標

・安全パトロールに取り組む
など、子どもの登下校時の
安全確保への協力

（子どもの生きていく力を育む教育が充実したまち） 前ページからの続き
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現状（これまでの実績・市の強み） 課題（今、求められていること）

・あらゆる世代の人が身近なところで
学ぶことができる機会の創出を図り、
その成果を地域で生かし、市民同士等
がつながりを育める環境づくりを進め
ます。

・市民による生涯学習への支
援
・学びの成果を活用できる場の
提供
・世代間交流などの地域のつ
ながりによる学習支援
・指定管理者制度導入など効
率的・効果的な生涯学習市民
センター運営

・生涯学習市民センター等における
市民の学習・交流支援
・市民の文化芸術活動などの発表
の場の提供
・昔遊びや民芸品創作事業実施な
どの世代間交流による学習支援

・市民が利用しやすい魅力ある図書館
運営と知の源泉となる図書館機能の
充実を図り、豊かな心を育む市民の生
涯学習を支援します。

・市民が利用しやすい図書館
環境の充実
・図書館による市民の生涯学
習活動の支援
・指定管理者制度の導入など
効率的・効果的な図書館運営

・図書館の施設環境・資料・情報資
源の充実
・レファレンス・レフェラルサービス等
による市民の課題解決に向けた支
援と関係機関との連携の強化
・学校図書館支援をはじめとする子
ども読書活動の推進
・障害者サービスの推進
・枚方地域コレクションの充実とまち
の歴史の共有化の推進
・各図書館施設の機能・役割に応じ
た運営体制の確立

・まちの価値を高め、集客と賑わいを
創出する文化芸術拠点施設として総
合文化施設を整備し、優れた文化芸
術にふれる機会を提供するとともに、
多くの市民が文化芸術活動を行うこと
のできる環境づくりを進めます。

・総合文化施設の整備
・総合文化施設における質の
高い事業を展開できる専門的
人材を備えた運営主体による
施設運営

・総合文化施設の整備及び専門的
人材を備えた運営主体による運営
・優れた文化芸術の鑑賞機会や市
民の発表の場の充実
・子どもや若者達の感性や文化芸
術への興味を育む事業の充実
・若手アーティストなど芸術家の育
成
・他館との共同制作や独自に創り上
げる公演の実施

・美術館を拠点に、多くの市民が良質
な美術作品にふれる機会を提供し、美
術活動の活性化を図ります。

・美術館の整備運営
・美術館における企画展の開
催

・美術館の整備及び専門的人材を
備えた運営主体による運営
・企画展等の実施による鑑賞機会の
提供
・学校と連携した団体鑑賞やアウト
リーチなどの体験学習の推進

17．誰もが文
化芸術やス
ポーツなどに
親しみ、学び、
感動できるま
ち
（生涯学習、文
化芸術、ス
ポーツ）

　■　一人ひとりの成長を支え、豊かな心を育むまち

現状と課題
取り組みの方向

行政の主な取り組みの
具体的な事業例

（実行計画に記載する事業等）

市民、市民団体、事業者
の主な取り組み

・市民の学びや地域社会への貢献意欲が高
まる中、生涯にわたって学び、その成果を活
用できる機会の充実が求められています。

行政の主な取り組み

基本目標

施策目標

〇あらゆる世代の人が生きがいを持って学び続けるとともに、気軽にスポーツに親しめる場を確保し、その成果を地域で生かしていくことで、市民同士がつながりを育める環境づくりを進めます。
〇子どもの頃から文化芸術に親しめる環境をつくるとともに、市民の自主的な文化芸術活動を支援します。

・生涯を通じて自ら進んで学
習活動の継続
・市民団体や事業者は、市
民ニーズに対応した多様な
学習機会の提供

・演劇、コンサート、展覧会
の鑑賞など文化芸術にふれ
る機会への参加
・市民団体や事業者は、市
民が文化芸術に親しめる機
会の提供

・本市では、図書館開館日等の拡充
や、インターネット予約システムの導入
など、図書館サービスの充実や利便
性向上の取り組みを進めています。
・本市では、プロやアマチュアを問わ
ず、市民が主体となった文化芸術活動
が非常に盛んに行われ、まちの大きな
特色となっています。また、平成26年
度に「枚方市文化芸術振興条例」及び
「総合文化施設整備計画」を策定する
など、文化芸術の機会の充実や拠点
整備に係る取り組みを進めています。

・本市では、平成26年4月に、「枚方市文化芸
術振興条例」を施行し、文化芸術の振興に向
けた取り組みを進めており、施設の機能不足
や老朽化など課題がある現市民会館などに
代わる拠点施設の整備や、市民がより一
層、優れた文化芸術にふれる機会の創出、
主体的に文化芸術活動を行える環境整備が
求められています。

（誰もが文化芸術やスポーツなどに親しみ、学び、感動できるまち） 次ページに続く
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現状（これまでの実績・市の強み） 課題（今、求められていること）

・文化芸術は、感性と創造性を育み、生活に
喜びや生きがいをもたらすものであり、まち
の魅力化を図るためには重要な要素である
ことから、より市民の文化芸術活動の裾野を
広げていくことが求められています。

・まちの魅力を創出し、まちへの愛着
につながるよう、市民による身近な文
化芸術活動を促進するとともに、文化
芸術に対する市民の関心・理解を深め
る取り組みを進めます。

・枚方市文化芸術振興条例に
基づく文化芸術施策の展開
・学校と連携した体験事業など
文化芸術に関する普及啓発の
推進
・生涯学習市民センター等にお
ける市民の文化芸術活動の支
援
・文化芸術に関する情報発信

・文化芸術振興計画の策定及び推
進
・拠点施設を活用した優れた文化芸
術の鑑賞機会の提供
・生涯学習市民センター等の市民
の身近な文化芸術活動の場の提供
・子ども向け文化芸術事業への補
助
・教育機関や医療機関等と連携した
アウトリーチやワークショップなど普
及啓発事業の充実
・文化芸術事業や市内の文化団体
などによる文化芸術活動の情報発
信

・あらゆる世代の人が、健康の保持・増進や
体力づくりに取り組めるよう、日常的にス
ポーツを安全に楽しめる環境づくりが求めら
れています。

・誰もが気軽にスポーツに親しみ、年
齢に応じたスポーツ・レクリエーション
活動ができる環境づくりを進めます。

・気軽にスポーツやレクリエー
ション活動ができる環境づくり
・スポーツ活動の普及・促進

・市民スポーツカーニバルなどの各
種スポーツ大会・レクリエーション事
業の実施
・スポーツ推進委員によるスポーツ
活動の普及・促進

現状（これまでの実績・市の強み） 課題（今、求められていること）

・利便性が高く、魅力あふれる中心市
街地の形成に向けて、商業、文化芸
術、居住施設をはじめ、緑化等による
景観など、交通結節点における様々な
機能を充実できるよう、枚方市駅周辺
の再整備を進めます。

・枚方市駅周辺再整備ビジョン
の推進

・枚方市駅周辺における交通環境
の整備や一体的なまちづくり支援な
ど枚方市駅周辺再整備ビジョンの
実現に向けた取り組み

・枚方市駅周辺が、人々が集い交流
し、様々な活動が活発に展開される拠
点となるよう、様々なイベントの開催な
ど賑わいづくりを創出します。

・枚方市駅周辺のにぎわいに
つながるイベントの開催や情
報発信の充実

・岡東中央公園（にぎわい広場）な
どを活用したイベントの利用促進

17．誰もが文
化芸術やス
ポーツなどに
親しみ、学び、
感動できるま
ち
（生涯学習、文
化芸術、ス
ポーツ）

・スポーツ活動を通じた生き
がいづくりの推進
・運動習慣の定着による健
康づくりの推進
・市民団体や事業者は、気
軽にスポーツができる機会
の提供や生涯スポーツを通
じた世代間交流の促進

現状と課題

行政の主な取り組み

基本目標

・枚方市駅周辺再整備への
理解を深め、事業推進への
協力

・市民団体や事業者は、枚
方市駅周辺のにぎわいにつ
ながるイベントの開催や情
報発信の充実

〇中心市街地の活性化などにより、人々が集い交流し、様々な活動が活発に展開される拠点づくりを進めることで、市の活力の創出を図ります。

・枚方市駅は、京阪沿線の中でも乗降客が
多い駅の1つであり、高度経済成長期の人口
増加を受け、昭和40年から昭和50年にかけ
て、枚方市駅周辺市街地の再開発が進めら
れました。しかしながら、現在では、駅前の交
通渋滞や周辺施設の老朽化等の問題が生
じており、今後、本市の中心市街地として、
地域資源を生かしながら、市の活力を創出
できるよう再整備することが求められていま
す。

市民、市民団体、事業者
の主な取り組み

取り組みの方向
行政の主な取り組みの

具体的な事業例
（実行計画に記載する事業等）

　■　地域資源を生かし、人々が集い活力がみなぎるまち

行政の主な取り組みの
具体的な事業例

（実行計画に記載する事業等）

・本市の中心市街地にふさわしい魅力
あふれる賑わいのあるまちを構築する
ため、平成25年3月に「枚方市駅周辺
再整備ビジョン」を策定しました。

18．人々が集
い賑わい、魅
力あふれる中
心市街地のあ
るまち
（中心市街地）

施策目標
現状と課題

市民、市民団体、事業者
の主な取り組み

取り組みの方向

行政の主な取り組み施策目標

・本市では、枚方西高校跡地を利用し
て、平成23年4月から順次、運動広場・
テニスコート・体育館を開設し「伊加賀
スポーツセンター」をグランドオープン
しました。また、平成27年度には、市営
で初めて硬式野球ができる本格的な
野球場「ひらかた東部スタジアム」を開
設するなど、市民のスポーツ活動の環
境を充実する取り組みを進めていま
す。

（誰もが文化芸術やスポーツなどに親しみ、学び、感動できるまち） 前ページからの続き
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現状（これまでの実績・市の強み） 課題（今、求められていること）

・市民の地域に対する愛着を育み、都市の
魅力を高めていくため、本市が有する豊かな
歴史文化遺産を活用し、後世に伝えていくこ
とが求められています。

・歴史文化遺産を活用したまちづくりを
推進し、情報発信を充実することによ
り、まちへの愛着を醸成します。

・特別史跡百済寺跡などの歴
史文化遺産の保存・活用
・歴史文化遺産の情報発信の
充実

・特別史跡百済寺跡の再整備
・楠葉台場跡の保存事業の実施
・文化財指定・登録による歴史文化
遺産の保護
・歴史文化遺産の情報発信の充実

・本市の歴史文化遺産や枚方宿、菊文化、
淀川舟運、遊園施設、東部地域の自然など
の貴重な観光資源を活用しながら、市民が
枚方の魅力を再発見し、また、多くの人が訪
れたいと思えるよう、市の魅力発信を強化
し、人々が集い、まちの賑わいを創出してい
くことが求められています。

・本市が有する歴史文化遺産や東部
地域の自然などの貴重な観光資源を
効果的に発信し、地域内外の交流機
会の創出を図ります。

・歴史や文化などの観光資源
の情報発信の強化
・観光資源を活用した地域内
外の交流機会の創出

・歴史文化遺産や枚方宿、菊文化、
淀川舟運、東部地域の自然など本
市の魅力の情報発信の強化
・友好都市、市民交流都市等との交
流イベントの推進
・野外活動センターの活動プログラ
ムの充実と施設整備
・枚方宿地区におけるまちづくり活
動及び市民交流の場の創出

・大学の知的資源をまちづくりに生か
すため、「学園都市ひらかた推進協議
会」などによる大学施設を利用した学
習・交流機会の充実や産学公の連携
による取り組みを進めます。

・大学による生涯学習講座や
小学生対象の学習体験の実
施など市内大学と連携・交流
の促進
・産学公の連携の促進

・市内大学と連携した生涯学習講座
の開催や小学生対象の学習体験の
実施
・市の政策に対する大学学識経験
者からの意見聴取（審議会への参
加等）
・地域の企業、大学、産業支援機関
等の連携によるフォーラムの開催

・学生の活力を生かしたまちづくりを進
めるため、教育など様々な分野で、学
生のまちづくりへの参加を図ります。

・学生の地域の各種行事への
参加の促進

・学生ボランティア活動の推進

・江戸時代、京都と大阪を結ぶ「京街
道」は東海道の一部であり、「枚方宿」
は東海道の56番目の宿場町として、賑
わいを見せていました。現在では、枚
方宿地区において、毎月1回、手作り
市である「五六市」が開催され、市内
外から多くの観光客が訪れています。
・本市には、特別史跡「百済寺跡」、幕
末に勝海舟が設計したとされる「楠葉
台場跡」など、歴史文化遺産が残って
います。
・本市には特色のある6つの大学が立
地しており、「学園都市ひらかた推進
協議会」などにおいて、各大学が持つ
専門的な知識や情報を生かしながら、
互いに協力して魅力あるまちづくりに
取り組んでいます。また、校区コミュニ
ティ協議会と大学が連携した地域のま
ちづくり活動なども進められています。

行政の主な取り組み

　■　地域資源を生かし、人々が集い活力がみなぎるまち

現状と課題

・少子高齢化・人口減少が進行し、まちづくり
の担い手が不足する中、本市にある各大学
の知的資源や多くの学生の活力を地域のま
ちづくりに生かすことが求められています。

行政の主な取り組みの
具体的な事業例

（実行計画に記載する事業等）

市民、市民団体、事業者
の主な取り組み

取り組みの方向

19．地域資源
を生かし、
人々の交流が
盛んなまち
（観光・交流、
歴史文化遺
産、大学連携）

基本目標

・本市特有の歴史文化、観
光資源への理解を深めると
ともに、その魅力の発信
・市民団体や事業者は、地
域資源を生かしたイベントの
開催など地域活性化に向け
たまちづくり活動の推進

・大学は、生涯学習講座の
実施など、保有する知的資
源を活用した取り組みの推
進
・事業者や大学は、新産業・
新技術の創出に向けた連携
の推進

・市民団体は、学生ボラン
ティアの受け入れ体制の強
化

〇市の貴重な伝統文化を伝え、歴史遺産の保存活用に努めることで、市に愛着を持てるようなまちづくりを進めます。
〇歴史や文化をはじめとする様々な観光資源を生かし、多くの人が訪れたいと思えるような魅力を効果的にＰＲし、地域内外の人々を含めた交流機会の充実に努めます。
〇市内大学の知的資源をまちづくりに生かすとともに、学生と地域との交流・連携を進め、学生の活力を生かす取り組みを進めます。

施策目標
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現状（これまでの実績・市の強み） 課題（今、求められていること）

・本市では、雇用機会の確保及び就労
促進を目的として、枚方市・寝屋川市・
交野市・大阪府等とともに実施する「三
市合同企業就職面接会」や、ハロー
ワーク枚方と連携した各種就職面接
会を開催しています。

・介護・建設など特定の分野では恒常的な人
材不足や雇用のミスマッチなどの課題が生じ
ています。また、厳しい経済・雇用情勢を背
景に、非正規雇用の増加など、雇用形態・労
働環境が複雑化する中、安心して働くことが
できる環境が求められています。

・就職困難者に対する就労支援をはじ
め、地域の実情に応じた新たな雇用機
会の創出など、雇用施策の充実に取り
組みます。

・合同企業就職面接会や企業
向けセミナーの開催など雇用
対策の充実
・市内大学の学生を含む若年
層の市内企業への就労に向け
たマッチングの取り組み
・就労支援コーディネーターに
よる就労相談の充実
・生活困窮者に対する就労支
援

・就業希望者は、就業のた
めの積極的な技能の向上
・事業者は、就労体験や就
職支援セミナーなどを通じた
就業サポートの実施

・三市合同企業就職面接会や若年
層向けの合同企業就職面接会の開
催
・人材確保に向けた市内企業の育
成・啓発及び採用後の定着支援
・市内大学に通う学生を含む若年層
の市内企業への就労に向けたマッ
チング
・就労支援コーディネーターによる
就労相談の実施
・生活困窮者に対する自立相談支
援及び就労支援事業等の実施

・人口減少の中にあっても、雇用の創出や税
収の確保などを通じて活力あるまちづくりを
進めていくため、経済活動の基盤となる産業
の振興が求められています。

・企業誘致を促進するほか、企業団地
などを中心に製造業の機能集積を図
るなど、市内産業の活性化を図りま
す。

・産業集積地域における新規
立地等に対する支援

・産業集積地域における新規立地
や設備投資の支援

・市内企業の大半を占める中小企業では厳
しい経営状況が続いており、経営基盤の強
化による競争力の向上が求められていま
す。

・中小企業の競争力強化のため、経営
基盤の強化を図るとともに、産業技術
や製品などを広く発信することで、市
内産業の振興を図ります。

・地域活性化支援センターにお
ける経営相談
・融資の信用保証料補給など
小規模企業への経営支援
・市内産業の情報発信

・経営相談事業の実施
・小規模事業者対象の融資制度利
用者への信用保証料の補給
・「ものづくり企業支援総合サイト」に
よる市内産業の情報発信

・創業を希望する個人等が市内で独立
創業できる環境づくりの充実を図りま
す。

・創業者の増加に向け、創業
の準備から創業後のフォロー
まで段階に応じた創業支援

・市内創業希望者を対象としたビジ
ネスカフェ・相談支援、創業実践
塾、地域活性化支援センターのイン
キュベートルームの貸出し、テイクオ
フ補助金の交付など段階に応じた
支援

・市内の企業・個人等が特徴ある地域
資源などを活用した新たな事業展開に
取り組める環境づくりを進めます。

・医療分野などの地域資源を
活用した新規ビジネスや新た
なコミュニティビジネス等への
支援

・地域資源、医療分野など独創的な
新規事業や新たなコミュニティビジ
ネス等への補助

・商店街は日常の買い物に欠かせない身近
なものであるとともに、地域の活性化に欠か
せない重要な役割を果たしていることから、
大規模小売店舗との共存共栄が求められて
います。

・身近な地域で買い物ができる利便性
の向上や、地域活力の向上を図るた
め、主体的に取り組む商店街の活性
化を図ります。

・地域活性化に主体的に取り
組む商店街への支援

・にぎわいの創出や、買い物弱者支
援、安全・安心なまちづくり等地域
課題解消を含む地域活性化に主体
的に取り組む商店街への補助

市民、市民団体、事業者
の主な取り組み

施策目標

・地域産業の活性化に向けて、市内の産業
技術や観光資源といった特徴ある地域資源
などを活用しながら、新たな創業やビジネス
展開ができる環境が求められています。

　■　地域資源を生かし、人々が集い活力がみなぎるまち

・本市では、平成22年に「枚方市産業
振興基本条例」を制定し、事業者、行
政、経済団体、市民などが連携協力し
て産業振興に向けた取り組みを進め
ています。
・本市では、これまで高度経済成長の
中で製造業を中心とした企業団地が
形成されてきました。その後、関西文
化学術研究都市構想に基づく津田サ
イエンスヒルズの企業立地が平成25
年度に完了したことで市内に7つの企
業団地が形成されましたが、これは本
市産業の大きな特色となっています。
・本市では、新たな事業の創出支援、
地域産業の育成及び振興を図るため
に設置された「地域活性化支援セン
ター」を中心にして、ビジネスカフェや
創業実践塾、インキュベートルームの
貸し出しなど、創業に係るさまざまな
段階に応じた支援を行っています。

行政の主な取り組み

〇市民がいきいきと働けるよう、関係機関と連携を図りながら、就労支援の充実を図ります。また、企業が成長できる環境づくりや商店街の支援に取り組むとともに、地産地消の推進や自然環境の維
持を図るため、農業の保全に努めます。

行政の主な取り組みの
具体的な事業例

（実行計画に記載する事業等）

基本目標

21．地域産業
が活発に展開
されるまち
（産業）

現状と課題
取り組みの方向

20．いきいきと
働くことのでき
るまち
（就労）

・新規事業に関心を持ち、創
業する人の応援
・事業者は、事業者間のネッ
トワークで、積極的に情報を
共有しながら、地域経済活
性化の促進

・事業者は、自らの創意工
夫により、経営基盤の安定
及び強化を図り、経営革新、
技術革新等を推進

・商店街と地域が一体とな
り、地域に根づいた商業の
持続的な活性化
・商業団体は、商店街など
の賑わいづくりの支援
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現状（これまでの実績・市の強み） 課題（今、求められていること）

・安心できる食に対する市民ニーズが高まる
中、新鮮で安全な地元農産物を供給する地
産地消や環境にやさしい農業を促進する取
り組みが求められています。

・より新鮮で安全な農産物を供給する
ため、地産地消の推進や環境にやさし
い農産物の普及・拡大を図ります。

・学校給食における地元農産
物の利用など地産地消の推進
・エコ農産物など環境にやさし
い農産物の普及

・学校給食における枚方産のエコレ
ンゲ米や野菜などの利用
・ふれあい朝市開催の支援
・エコ農産物の普及・拡大、エコレン
ゲ米の生産補助

・農業従事者の高齢化と後継者不足が進む
中、都市における農地は自然空間の保全や
雨水の保水などの防災機能も担っていること
から、次代を担う後継者を確保するとともに、
「農」について市民の理解を深める取り組み
が求められています。

・「農」を守るため、農業の担い手を育
成し、本市での就農を促進するととも
に、幅広い世代で「農」とふれあう機会
の充実を図ります。

・農業後継者育成や農地確保
等による新規就農者支援
・農業体験など「農」とふれあう
機会の充実

・「都市農業ひらかた道場」での農
業後継者育成研修の実施や農地
確保等による新規就農者支援の実
施
・農地銀行等と連携した農地の流動
化の推進に係る取り組みの効果的
な実施
・地域の中心となる農業者への農地
の集積
・ふれあいツアーなど農業体験機会
の充実
・小学校の食農体験学習の推進
・市民ふれあい農園の実施

現状（これまでの実績・市の強み） 課題（今、求められていること）

・本市の氷室（杉・尊延寺・穂谷地区）
や津田といった東部地域には、日本の
原風景とも言える里山が今も残されて
おり、ボランティア団体により里山保全
に向けた取り組みが行われています。
・本市では、平成16年4月に淀川とそ
の堤防の区域、平成20年11月に第二
京阪道路以東の地域が鳥獣保護区に
指定されるなど、野生鳥獣の保護を
図っています。

・動植物の主な生息・生育の場となっている
里山などの自然環境や市街地に残された農
地などのみどりは、地球温暖化の防止や、
市民に憩いと潤いを与えてくれる身近なみど
りとして景観形成の一翼を担うほか、防災機
能などの重要な役割を担っていることから、
次世代へ継承していくことが求められていま
す。

・里山などの豊かな自然空間を保全・
継承していくため、自然と親しみ、自然
の大切さを発信するとともに、森林ボラ
ンティア育成などに取り組みます。
・市街地に残された貴重な農地や樹林
地の保全に取り組みます。

・みどりの基本計画の推進
・自然環境の保全に向けた意
識啓発
・野外活動センターなどを活用
した自然環境とのふれあいの
促進
・里山保全活動への支援
・農地や樹林地の保全

・里山などの自然を活用した
環境学習の場、生き物との
ふれあいの場への参加
・里山保全のためのボラン
ティア活動への参加
・市民団体は、里山保全活
動の実施や啓発の推進

・みどりの基本計画の推進
・里山などの自然環境の保全に関
する情報の発信
・自然観察会や定期的な自然環境
調査の実施
・野外活動センターを活用し、自然
保護や里山保全の活動、農作業な
どを体験できるグリーンツーリズム事
業
・森林ボランティアの育成
・里山保全基本計画の推進
・東部公園における市民等の植栽
による市民の森の創出

・市民団体や事業者は、樹
木や花の栽培に取り組むな
ど緑化の推進
・地域における緑化活動へ
の参加

・みどりの基本計画の推進
・公園等の整備・管理
・地域の緑化活動の支援

22．農を守り、
生かすまち
（農業）

基本目標

24．まちなか
のみどりを育
てるまち
（みどりの創
出）

23．豊かな自
然環境を大切
にするまち
（自然環境保
全）

・本市では、平成26年度に、農業の後
継者の育成に向けて「都市農業ひらか
た道場」を開設しました。本市農業の
将来を担う新規就農者や農業経営者
の輩出をめざしており、市町村が主体
となって実施するのは府内初で、全国
的にも珍しい取り組みとなっています。

・本市域の中央部に位置する「山田池
公園」、北部に位置する「市民の森」、
東部に位置する「王仁公園」、西部に
位置する「淀川河川公園」など、市内
の公園では四季折々の花とみどりが
楽しめるスポットが点在する都会の中
の癒し空間となっています。また、平成
22年度には、市民の憩いの場所や防
災機能を兼ね備えた街区公園として
「印田町ふれあい公園」を整備しまし
た。

・開発や都市化に伴い緑地空間が減少して
いる中、まちなかで自然を実感できるような
みどりを創出することが求められています。
・公園や河川敷など生活にやすらぎや潤いを
感じることができる環境づくりが求められてい
ます。

　■　自然と共生し、美しい環境を守り育てるまち

・地元農産物の購入など地
産地消の促進
・生産者は、減農薬や肥料
の適正使用など安全・安心
で良質な農産物の安定的な
供給

行政の主な取り組み

・みどりの基本計画の推進
・近隣公園等の整備
・花と緑のまちづくり基金活用による
緑化活動の支援

行政の主な取り組みの
具体的な事業例

（実行計画に記載する事業等）
取り組みの方向

市民、市民団体、事業者
の主な取り組み

・市民が日常生活の中で、自然とふれ
あい親しめる場を確保するため、まち
なかのみどりや憩いの場となる公園や
河川敷などの緑地空間を守り、創出し
ます。

施策目標
現状と課題

行政の主な取り組み
市民、市民団体、事業者

の主な取り組み

〇市民が将来にわたり良好な環境を享受できるよう、都市環境とのバランスに配慮しながら、東部地域などの豊かなみどりのほか、公園や河川といった身近な自然を守ることで、自然環境の保全に努
めます。

行政の主な取り組みの
具体的な事業例

（実行計画に記載する事業等）
施策目標

現状と課題
取り組みの方向
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現状（これまでの実績・市の強み） 課題（今、求められていること）

・循環型社会の形成に向けて、ごみの発生を
抑制するとともに、ごみの再資源化に取り組
むことが求められています。

・ごみの発生抑制を最優先に、４Ｒ（リ
フューズ・リデュース・リユース・リサイ
クル）を推進します。

・ごみの減量・分別の啓発の推
進
・携帯電話などの小型家電を
含めたリサイクルの推進
・市民によるリサイクル活動の
支援

・ごみ減量の啓発キャンペーンの実
施
・ごみ分別の啓発
・使用済小型家電リサイクルの実施
・市民ボランティアによるリサイクル
活動の支援（ひらかた夢工房）

・将来のごみ量を見据えながら、環境に配慮
した安定的かつ効率的なごみ処理が求めら
れています。

・穂谷川清掃工場第３プラントの老朽
化に伴い、新たなごみ処理施設の整
備を進めます。

・京田辺市との広域連携による
新たなごみ処理施設の整備

・京田辺市との広域連携による環境
に配慮した新たなごみ処理施設の
整備

・良好な生活環境を確保するため、大気汚染
や騒音などの公害のほか、産業廃棄物など
の不法投棄や野焼きといった不適正な処理
による環境汚染を防止することが求められて
います。

・大気・土壌汚染等の公害の未然防止
を図るとともに、産業廃棄物などの発
生抑制や適正処理の推進に取り組み
ます。

・大気や水質、騒音等の環境
監視の実施
・工場・事業場への公害防止
指導の実施
・産業廃棄物などの適正処理
に関する啓発・監視

・大気汚染や騒音の測定
・河川水質の調査
・工場・事業場への公害防止指導の
実施
・産業廃棄物などの適正処理に向
けた啓発や市内パトロールによる監
視

・市民の生活や産業活動を支えるた
め、安全で良質な水を供給します。

・水道施設の計画的な更新・改
良・耐震化

・中宮浄水場の更新をはじめ、水道
施設の計画的な更新等工事の実施

・河川や水路、池などの水質汚濁の防
止を図るため、公共下水道の整備を促
進するとともに、生活排水等の適正処
理を進めます。

・公共下水道（汚水）の整備及
びし尿等の適正処理

・公共下水道（汚水）の整備
・し尿処理施設の希釈放流方式へ
の改造

・地球温暖化など地球規模で環境問題が顕
在化する中、太陽光などの再生可能エネル
ギー利用を普及・促進し、化石燃料などに頼
らない低炭素社会を実現することが求められ
ています。

・再生可能エネルギーの普及に向け
て、利用拡大に向けた取り組みを進め
ます。

・太陽光発電など再生可能エ
ネルギーの普及・啓発

・新設の公共施設への太陽光発電
の導入
・市民の再生可能エネルギー等の
導入促進

・地球環境の保全に向けて、市民や事業者、
行政などあらゆる主体が環境に対する意識
を高め、それぞれの役割を果たしながら、省
エネルギーに取り組むことが求められていま
す。

・市民や事業者、行政などあらゆる主
体が連携・協力しながら、環境教育・学
習を推進するとともに、省エネルギー
の取り組みを進めます。

・環境教育・学習の推進
・エコライフの普及・促進
・CASBEEの導入など新たな公
共施設の省エネルギー化の推
進
・ヒートアイランド対策の実施

・学校版環境マネジメントシステムの
推進
・エコライフに関するイベント、キャン
ペーン活動の実施
・CASBEEの導入（新たに設置する
建築物等への省エネルギー設備の
導入促進など）
・緑のカーテンや打ち水の実施

基本目標

〇市民や事業者などあらゆる主体が環境に対する意識を高め、ごみ減量や省エネなど環境への負荷が少ない活動を心がけるなど、環境に配慮した取り組みを進めます。また、地球温暖化対策とし
て、再生可能エネルギーの普及を促進します。

・安全な水は、市民生活に欠かせない貴重
なものであることから、良質な水道水を将来
にわたって安定的に供給するとともに、水の
適切な処理・排水による健全な水循環を維
持することが求められています。

・太陽光発電など再生可能
エネルギーの積極的な導入

・日常生活において省エネ、
省資源などのエコライフ、環
境に配慮した消費行動の実
施
・市民団体は、環境負荷の
少ないライフスタイルの啓発
の推進

　■　自然と共生し、美しい環境を守り育てるまち

行政の主な取り組みの
具体的な事業例

（実行計画に記載する事業等）

現状と課題
取り組みの方向

市民、市民団体、事業者
の主な取り組み

・本市では、平成25年4月に、独自の
環境マネジメントシステムであるH-
EMS（枚方市環境マネジメントシステ
ム）を構築し、積極的に環境保全の取
り組みを進めています。
・本市では、平成25年7月に、公共施
設の敷地内に大型太陽光発電設備
「枚方ソラパ（発電出力：600kw）」を設
置するとともに、市民に対し住宅用太
陽光発電システム設置費用を一部助
成し、既設の太陽光発電設備等と合
わせてメガソーラー10基分に相当する
コラボメガソーラーの取り組みを実現
するなど、再生可能エネルギーの導入
を積極的に進めています。

27．地球環境
にやさしいまち
（地球温暖化
対策）

行政の主な取り組み

25．ごみを減
らし、資源の
循環が進むま
ち
（ごみ減量・資
源循環）

施策目標

・本市では、継続的に水環境や大気環
境などの環境監視を行っており、河川
水質及び大気環境の状況は長期的に
改善傾向で推移しています。
・本市では、快適な生活環境を支え河
川の水質汚濁防止のため、昭和33年
より公共下水道を計画的に整備してき
ました。住居系地域など早期概成に向
けて、引き続き汚水管の整備工事を進
めています。

・大気や騒音など良好な生
活環境への配慮
・事業者は、公害防止対策
の実施
・産業廃棄物などの適正な
処理

・河川への負荷を軽減する
ため、公共下水道への積極
的な接続

・ごみの排出の少ない商品
や耐久性に優れた商品など
の購入
・ごみ分別の徹底、ごみ出し
ルールの遵守
・市民団体は、リサイクル活
動の実施や啓発の推進
・事業者は、排出者責任に
基づくごみの発生抑制、適
正処理の実施

・本市では、平成25年4月に、老朽化し
た穂谷川清掃工場粗大ごみ処理施設
の代替施設として、東部清掃工場内に
資源回収能力を向上させた粗大ごみ
処理施設を整備しました。また、穂谷
川清掃工場内に市民ボランティアによ
るリユース・リサイクル活動の新たな
拠点となる「ひらかた夢工房」をオープ
ンし、スマートライフの普及、啓発に取
り組んでいます。

26．安全で良
好な生活環境
が確保された
まち
（生活環境）
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現状（これまでの実績・市の強み） 課題（今、求められていること）

・ごみのポイ捨てなどのマナー違反をなくす
とともに、地域での美化活動を充実するなど
まち美化意識の更なる向上が求められてい
ます。

・きれいなまちをつくるため、一人ひと
りがポイ捨てなどのマナーに反する行
為をなくすとともに、地域の道路・公園
などの美化活動を促進するなど、まち
の美化に向けた取り組みを進めます。

・ポイ捨て等防止条例の周知
などのまち美化の啓発
・道路・公園などの地域の美化
活動（アダプトプログラム）の支
援

・ポイ捨て等防止条例の周知徹底
による美化意識の向上
・道路や公園などの地域の美化活
動団体に対する道具貸付等のサ
ポート

・今後、誰もが訪れたい、住み続けたいと思
える魅力あるまちづくりに向け、自然や歴史
など地域資源を生かした美しく魅力的な景観
を形成していくことが求められています。

・美しく快適なまち並みの形成に向け
て、里山の景観や枚方宿などの歴史
的景観、住宅地の景観など地域の特
性に応じた魅力あふれる景観づくりを
進めます。

・都市景観基本計画の推進な
ど景観形成の推進
・里山保全の推進
・枚方宿地区歴史的景観の保
全など景観形成の取り組みの
支援
・屋外広告物の規制

・都市景観基本計画の推進
・景観アドバイザー会議を活用した
良好な景観形成の推進
・里山保全に向けた森林ボランティ
アの育成
・里山保全基本計画の推進
・枚方宿地区における修景補助
・建築協定によるまち並み形成への
支援
・屋外広告物条例の改正

基本目標 　■　自然と共生し、美しい環境を守り育てるまち

市民、市民団体、事業者
の主な取り組み

行政の主な取り組み
行政の主な取り組みの

具体的な事業例
（実行計画に記載する事業等）

28．美しく魅力
あるまち並み
が育まれるま
ち
（まち美化、景
観）

・本市では、環境美化の取り組みとし
て、アダプトプログラムを実施してお
り、複数の公共場所を総合的に活動
区域とする「枚方市アダプトプログラム
」と、市が管理する公園や緑地のみを
活動区域とする「枚方市公園、緑地等
のアダプトプログラム」があり、あわせ
て約200団体が参加しています。
・本市では、平成26年4月に中核市に
移行し、景観行政団体として、景観条
例の施行や景観計画の策定を行い、
より一層良好な景観形成の推進をめ
ざしています。

・ポイ捨てや歩きたばこをし
ないなどまちの美化に向け
た意識の向上
・まちの美化活動などへの
積極的な参加
・市民団体は、地域清掃の
実施などまち美化の推進

・自然や景観など地域の特
性に配慮したまちづくりへの
協力

施策目標
現状と課題

取り組みの方向

〇地域での美化活動など一人ひとりがきれいなまちをつくる意識を高めるとともに、地域資源を生かしながら、景観に配慮した美しいまちなみの形成に取り組みます。

22



現状（これまでの実績・市の強み） 課題（今、求められていること）

・市民、市民団体、事業者が主体的にまちづ
くり活動に参加できるよう、市政や地域の情
報を積極的に発信することが求められていま
す。
・市民が住み続けたい、市外の人が住みた
いと思えるよう、市の魅力について市内外へ
広く情報発信することが求められています。

・市民、市民団体、事業者、行政がとも
にまちづくりを進めるため、市政や地
域の情報を積極的に提供するととも
に、人を呼び込むような市の魅力を市
内外へ広く発信するなど、情報発信力
の強化を図ります。

・広報紙やホームページ、ツ
イッターなどを活用した情報発
信の充実
・シティプロモーションの推進

・広報ひらかた、ホームページ、ツ
イッターを活用した情報発信の充実
・シティプロモーションの推進
・新たな情報発信手法の調査・検討

・情報通信技術が飛躍的に発展する中、そ
の活用により暮らしの利便性を高めていくこ
とが求められています。

・情報通信技術を活用しながら、電子
自治体の推進を図り、行政サービスの
向上を図ります。

・電子自治体の推進

・第2次情報化計画の策定及び推
進
・住民情報を利用できる電子地図シ
ステムの実現
・ペイジー収納やクレジット収納など
電子納付の推進

・今後、ますます市民と行政が連携・協力し
てまちづくりを進めていくことが必要となる中
で、広く市民の声を聴きながら、施策に取り
組んでいくことが求められています。

・市民からの意見を広く聴取し、取り組
みの成果や課題などを市民と共有し、
連携・協力を図りながら、まちづくりを
進めます。

・多様な広聴手法の活用 ・アンケートシステムの充実

・本市では、各校区コミュニティ協議会
に対して補助金を交付し、安全で魅力
あるまちづくりや地域住民の連携を推
進しています。また、地域における公
共サービスの担い手であるNPO法人
に対して活動補助を行っています。
・本市では、平成13年度から暫定利用
してきた「サプリ村野」を、まちづくり活
動の拠点施設として整備するため、耐
震化及び改修工事を実施し、平成25
年度にリニューアルしました。

・今後、ますます多様化・複雑化する地域課
題に対応していくためには、地域のコミュニ
ティやＮＰＯなどの主体がまちづくりに参画し
やすい環境を整備することが求められていま
す。

・市民などによるまちづくり活動が活性
化されるよう、ネットワークづくりの場
の提供のほか、若手を中心とした新た
な担い手の育成など、多様な手法によ
り支援します。

・校区コミュニティ協議会への
支援
・ＮＰＯ・ボランティアなどの活
動支援
・市民活動に関する情報提供
やネットワークづくりの支援
・学生の地域の各種行事への
参加の働きかけ

・コミュニティ活動やイベント
など地域活動への積極的な
参加
・市民団体は、自主的なまち
づくり活動の充実
・市民団体は、学生ボラン
ティアなどの受け入れ体制
の強化

・校区コミュニティ活動補助金の交
付
・まちづくり活動の表彰制度の実施
（ボランティア表彰）
・サプリ村野を拠点とする市民活動
に関する情報提供やネットワークづ
くりの支援
・学生ボランティア活動の推進

行政の主な取り組みの
具体的な事業例

（実行計画に記載する事業等）

計画推進

計画推進

市民、市民団体、事業者が主体的にまちづくり活動に参加できるよう、市政や地域の情報を積極的に発信するとともに、市民などからの意見を広く聴取し、取り組みの成果や課題などの共有化を図り
ます。
また、市民などによるまちづくり活動が活性化されるよう、ネットワークづくりの場の提供のほか、経験豊富な高齢者の活躍の場の確保、若手を中心とした新たな担い手の育成など、多様な手法によっ
て支援していきます。

１．市民との情
報の共有化を
進めます
（情報発信、広
聴）

・本市の広報紙「広報ひらかた」は、毎
月1回と、特集号などを発行しており、
多彩な情報を市民にわかりやすく提供
することや、紙面への市民参加、コミュ
ニティの促進などを図っています。ま
た、ホームページについては、市政情
報を迅速に提供するため、CMS（コン
テンツマネジメントシステム）を活用し
て充実を図るとともに、SNS（ソーシャ
ルネットワークサービス）を活用した情
報発信にも取り組んでいます。
・本市では、市民の声を市政に反映さ
せるため、アンケートで市政について
の意見・提案などを聴く「市政モニター
制度」や、市が定める計画や条例につ
いての意見を聴く「インターネットアン
ケート」を実施しています。また、市民
との対話によるまちづくりを進める取り
組みとして、「ひらかた未来トーク」を開
催しています。

・広報紙やホームページを
活用し、積極的な市政情報
の収集
・ＳＮＳなどを活用した市政
情報の拡散
・市民団体は、団体の活動
や地域の情報について積極
的な情報発信

・市政に関心を持ち、市政モ
ニターへの登録やインター
ネットアンケートなどの回答
による積極的な意見の発信

取り組みの方向
市民、市民団体、事業者

の主な取り組み

現状と課題
行政の主な取り組み

　◆　市民等がまちづくりに参画しやすい環境づくりの推進

２．市民による
活発なまちづ
くり活動を支援
します
（市民活動支
援）
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現状（これまでの実績・市の強み） 課題（今、求められていること）

・少子高齢化とともに人口減少が進む中に
あっては、市税収入の増加が見込めないと
同時に、社会保障関係費の増加や老朽化し
た公共施設への対応などが課題となること
から、これらに対応し市民ニーズに沿った効
率的なまちづくりを進めていく必要がありま
す。本市では平成24年12月に、「枚方市新行
政改革大綱」を策定しており、様々な主体が
まちづくりに参画できる仕組みづくりや「選択
と集中」の実現など5つの改革の柱に基づい
た更なる行政改革に取り組んでいくことが求
められています。

・効率的・効果的な行政経営を進める
ため、事務事業の見直し・改善、民間
活力の活用など行政改革の取り組み
を進めます。

・行政改革の実施計画に基づく
取り組みの推進

・「枚方市行政改革実施プラン」に
掲げる改革課題に対する取り組み
の推進
・情報システムの利用拡大や施設の
管理運営の効率化など継続的な事
務事業の見直し・改善
・民間活力の推進にあたってのこれ
までの取り組みの評価・検証
・施設の使用料の見直し

・今後、社会保障関係費や市有財産の維持・
保全に要する支出の拡大が想定され、市税
収入の増加が見込めない状況の中、持続可
能な財政構造の構築を図り、健全な財政運
営を進めていくことが求められています。

・選択と集中の視点を踏まえた効率
的・効果的な予算編成と執行を行うと
ともに、更なる財源確保に取り組むこと
で、強固な財政基盤の確立をめざしま
す。

・長期財政の見通しを踏まえた
財政運営

・長期財政の見通しを踏まえた健全
な財政運営の推進

・道路や上下水道などの都市基盤や市有建
築物については、老朽化の進行により、今
後、更新時期が集中することから、計画的な
安全対策が求められています。
・人口減少や少子高齢化が進む中、公共施
設などの市有財産については、市民ニーズ
の動向を踏まえながら、最適な資産活用が
求められています。

・老朽化した道路、橋梁、公園、上下
水道などの都市基盤や学校園などの
市有建築物について、管理コストの平
準化を図りながら、計画的に改修・更
新を進めます。
・市民ニーズの動向を踏まえながら、
公共施設の機能見直しや統廃合な
ど、効率的・効果的な市有財産の活用
を図ります。

・道路・橋梁など都市基盤の計
画的な改修等の推進
・「水道施設更新計画」の策定･
推進
・「市有建築物保全計画」に基
づく計画的な改修等の推進
・都市基盤なども含めた全ての
公共施設等を対象とした「公共
施設等総合管理計画」の策定
及び計画に基づいた市有財産
の有効活用

・道路、橋梁、公園、上下水道など
の公共施設の更新・改修・耐震化工
事の実施
・アセットマネジメントを反映した「水
道施設更新計画」の策定及び計画
に基づく改修・更新等の実施
・「市有建築物保全計画」に基づく
計画的な改修・更新の実施
・「公共施設等総合管理計画」の策
定及び計画に基づいた市有財産の
有効活用

取り組みの方向 行政の主な取り組み

・平成24年度に、本市が進む行政改革
の方向性を明らかにする「枚方市新行
政改革大綱」を策定するとともに、事務
事業総点検や改革・改善サイクルの
運用などにより事務事業の見直しや改
善を行うなど、効率的・効果的な行政
運営に向けた取り組みを進めていま
す。
・本市では、バブル経済崩壊以降、財
政状況が大幅に悪化し、平成7年度の
普通会計決算における実質収支が赤
字となりましたが、その後、行政改革を
進め、人件費の削減など大幅な経費
削減に取り組んだ結果、平成14年度
以降は実質収支の黒字が続いていま
す。
・本市では、市有建築物の安全性と機
能性を維持し延命化を図るとともに、
財政負担の平準化を図るため策定し
た保全計画に基づき、計画的な改修を
進めています。
・本市では、市有財産を都市経営上の
資源ととらえ、有効活用を図ることを目
的に、平成24年度に、「市有財産等の
有効活用に関する基本方針」を策定し
ました。また、平成26年度には、公共
施設にかかる様々な情報を一元的に
整理・集約した「枚方市公共施設白
書」を公表し、有効活用の取り組みを
進めています。

３．持続可能
な行財政運営
を進めます
（行政改革、財
政運営、市有
財産管理、組
織運営、人材
育成）

―

今後、少子高齢化が進み、社会保障関係費や市有財産の維持・保全に要する支出の拡大が想定される一方で、生産年齢人口の減少により市税収入の増加が見込めない状況です。
このことから、選択と集中の視点を持って施策の重点化を図るなど、財源を効率的・効果的に活用することで、強固な財政基盤の確立をめざします。
また、限られた人的資源を有効に活用しながら、効率的に行政サービスを提供していくため、社会状況の変化に柔軟かつ迅速に対応できる組織体制を構築するとともに、職員一人ひとりの意欲や能力
向上を図り、コスト意識を有した人材の育成を進めます。

市民、市民団体、事業者
の主な取り組み

計画推進

　◆　効率的・効果的な市政運営

現状と課題

計画推進

行政の主な取り組みの
具体的な事業例

（実行計画に記載する事業等）

（持続可能な行財政運営を進めます） 次ページに続く
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現状（これまでの実績・市の強み） 課題（今、求められていること）

・社会経済情勢の変化に伴い市民ニーズが
多様化・複雑化する中、そのニーズに適切に
対応できる行政組織の体制構築が求められ
ています。

・限られた人的資源を有効に活用しな
がら、多様化・複雑化する市民ニーズ
により柔軟かつ適切に対応できるよ
う、組織体制の充実を図ります。

・プロジェクトチームなど柔軟
かつ機動的な組織体制の充実

・プロジェクトチームなど柔軟かつ機
動的な事業実施体制の充実
・組織横断的な課題への対応を図
る総合調整機能の充実

・マイナンバー制度の導入や不正アクセス、
コンピューターウィルス等の脅威の顕在化な
どを踏まえ、市において取り扱う個人情報の
保護に関する取り組みをより一層促進するこ
とが求められています。

・市で保有する個人情報の適正な管理
を図るとともに、システム障害による業
務停止などを防ぐセキュリティ対策の
強化を図ります。

・情報セキュリティ対策の推進
など市で保有する個人情報の
適正な管理

・個人情報の漏えい防止に関する
啓発、研修の充実
・不正アクセスやコンピューターウイ
ルスなど新たな脅威に対する調査・
研究
・個人情報保護条例や情報セキュリ
ティーポリシーの改正

・厳しい財政状況の中、社会経済情勢の変
化や、多様化・複雑化する市民ニーズに的
確に対応できる人材の育成が求められてい
ます。

・様々な行政課題に対応し市民サービ
スの向上を図るため、目標の達成に向
け意欲的に学び成長していく職員の育
成を進めます。

・人材育成の推進
・「職員の成長を支えるための基本
方針」に基づく人材育成の推進

現状（これまでの実績・市の強み） 課題（今、求められていること）

・大規模災害や救急医療などの市域を超え
た広域的な課題に対しては、周辺自治体と
協力・連携を図り、効率的・効果的に対応す
ることが求められています。

・防災や医療、環境などの広域的な課
題に対し、必要に応じて周辺自治体と
協力・連携することで、効率的・効果的
な行政サービスの提供を図ります。

・北河内圏域に加え、近隣市と
の広域連携の推進

・京田辺市との広域連携による環境
に配慮した新たなごみ処理施設の
整備
・北河内4市（枚方市・寝屋川市・四
條畷市・交野市）リサイクルプラザの
運営
・北河内夜間救急センターの運営
・北河内二次救急医療協議会の運
営
・北河内地区の公共図書館の広域
利用

・市民に身近な基礎自治体として市民ニーズ
に沿った施策を主体的に展開していくため
に、更なる地方分権の推進が求められてい
ます。

・地方の自由度を高め、地域の実情に
即した魅力あるまちづくりに資する行
政サービスを行うために、権限移譲や
地方財源の充実などについて国等に
働きかけていきます。

・地域の実情に応じたまちづく
りを進めるための権限移譲の
推進

・権限移譲の推進や必要な財源措
置について国等へ働きかけ

市民、市民団体、事業者
の主な取り組み

取り組みの方向

　◆　広域的な連携と地方分権の推進

行政の主な取り組み

大規模災害や救急医療などの広域的な課題に対応するため、周辺自治体との役割分担を明確にし、必要に応じて連携を進めることで、共通課題の解決を図ります。
地方の自由度を高め、地域の実情に即した魅力あるまちづくりを進めるため、一層の権限移譲や地方財源の充実など、地方分権の推進について国等に働きかけていきます。

計画推進

取り組みの方向 行政の主な取り組み
市民、市民団体、事業者

の主な取り組み

行政の主な取り組みの
具体的な事業例

（実行計画に記載する事業等）
計画推進

現状と課題

計画推進
現状と課題 行政の主な取り組みの

具体的な事業例
（実行計画に記載する事業等）

・本市では、北河内夜間救急センター
の運営や図書館の相互利用、北河内
4市リサイクルプラザ（寝屋川市）の運
営など、広域的な自治体間の連携に
取り組んでいます。
・本市では、平成25年1月に、枚方市
駅東改札口前にパスポートセンターを
開設するなど大阪府から様々な権限
移譲を受けるとともに、平成26年4月に
は、中核市に移行し、保健所をはじめ
大阪府が担ってきた約1,800項目の事
務を本市が担うことで、地域の実情に
あった取り組みを推進しています。

４．自治体間
の広域連携や
地方分権の推
進を図ります
（広域連携、地
方分権）

―

３．持続可能
な行財政運営
を進めます
（行政改革、財
政運営、市有
財産管理、組
織運営、人材
育成）

・本市では、平成23年4月に、上下水
道組織を統合し、料金部門など共通業
務一元化による経費削減、窓口一本
化によるサービス向上を図るとともに、
平成24年4月には、子ども青少年部を
新設し、教育委員会で所管している青
少年施策に関する事務を市長部局に
移管することで、子育て支援から青少
年の健全育成までの取り組みを総合
的に捉えた効果的な施策の展開を図
るなど、スリムで機能的な組織体制を
構築し、より効率的・効果的な行政経
営を進めてきました。
・本市では、中核市移行などの状況変
化に対応し、さらなる行政サービスの
向上を図るため、平成25年1月に「職
員の成長を支えるための基本方針」を
策定しました。

―

（持続可能な行財政運営を進めます） 前ページからの続き
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